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原子力委員会 

新計画策定会議（第２９回） 

議事録 

１．日 時 平成１７年６月３０日（木）１６：００～１８：４３ 

２．場 所 都市センターホテル オリオン 

３．議 題 

（１）新計画について①

（２）その他

４．配布資料 

資料第１号 「新計画の構成」に対する意見募集にご応募いただいたご意見について 

資料第２号 新計画 目次（案）及び本文（案） 

資料第３号 新計画策定会議（第２７回）議事録 

資料第４号 御発言メモ 

参考資料１ 「新計画の構成（案）」 

参考資料２ 核燃料サイクルに係る参考資料 

参考資料３ ＩＴＥＲのサイト決定のための第２回６極閣僚級会合 結果概要 

５．出席者 

委 員：近藤委員長、井川委員、井上委員、内山委員、岡﨑委員、岡本委員、勝俣委員、

河瀬委員、神田委員、木元委員、草間委員、児嶋委員、齋藤委員、笹岡委員、

佐々木委員、末永委員、住田委員、田中委員、千野委員、殿塚委員、中西委員、

庭野委員、伴委員、前田委員、町委員、松尾委員、山地委員、山名委員、

吉岡委員、渡辺委員 

内閣府：佐藤内閣府審議官、塩沢審議官、戸谷参事官、後藤企画官、森本企画官、

犬塚補佐 
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６．議事概要 

（後藤企画官） 皆さん、こんにちわ。お時間となりましたので、第２９回の新計画策定会

議を開催したいと思います。 

 それでは、委員長、よろしくお願いいたします。 

（近藤委員長） 本日はご多用中のところ、第２９回の新計画策定会議にご出席を賜りまし

て、まことにありがとうございます。心から御礼を申し上げます。 

 本日は、お二方、橋本委員、和気委員から、都合がつかないので欠席せざるを得ないとの

ご連絡をいただいておりますことをご紹介申し上げます。席があいているところは追っつけ

ご出席いただけると理解をしております。 

 さて、本日の議事でございますが、議事に入る前に２つご報告を申し上げます。 

 １つは、お手元の資料に参考資料３というのがあると思います。これは、国際熱核融合炉

実験炉ＩＴＥＲのサイト問題が決着したとの報道がなされているところでありますけれども、

本日、午前中、原子力委員会に対して文科省より、モスクワにおける６極閣僚級会合の結果

について報告をいただきましたものです。これに関して事務局より報告させます。直ちに報

告していただくことにしますので、事務局、よろしくお願いいたします。 

（戸谷参事官） お手元の参考資料３でございます。 

 ６月２８日にモスクワにおきまして、３．の出席者にございますように６極の代表者が集

まりまして、ＩＴＥＲのサイトの決定のための合意がなされたということでございます。 

 ４．の結果の概要でございますが、６極の代表によりまして、ＩＴＥＲの建設地につきま

しては欧州、フランスのカダラッシュにするということで合意をしたということでございま

す。 

 それに伴いまして、今後のＩＴＥＲの実施に関しまして、まず６極の代表からこのサイト

決定の合意内容を記した共同宣言と、それから日欧間でこれまでホスト国と非ホスト国の役

割分担につきまして議論を重ねてまいりました結果の共同文書、この２つが文書として確認

されたということでございます。 

 ２ページ目の別添１のところが、その共同宣言のポイントでございまして、１つは日欧間

で合意いたしましたホスト国、非ホスト国の役割分担に関する共同文書の内容に、６極は留

意をするということでございます。それから、ＩＴＥＲ実施の枠組みといたしまして、６極

により国際機関をつくると。それから、全極一致の賛成により新しい国が参加できるという

ことでございます。それから、費用分担につきましては、ホスト国が５０％、その他の国に

つきましては１０％ずつをそれぞれ負担するということでございます。 

 それから、ＩＴＥＲ計画の関連におきまして幅広いアプローチということで、核融合の研

究開発を日欧の２国間協力の枠組みで実施するということでございまして、ほかの４極につ
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きましても、その活動に参加ができるということになっております。 

 それから、ＩＴＥＲ協定につきましては、速やかに交渉を完了するということでございま

す。 

 それから、別添２が日欧間のホスト国と非ホスト国の役割分担ということでございまして、

幅広いアプローチの実施、それからＩＴＥＲ本部機能の一部の設置、それからＩＴＥＲの機

構長の推薦といったことによりまして、この非ホスト国につきましては、ＩＴＥＲの準ホス

ト国といったような役割を今後果たしていくといったようなことが合意されております。そ

れで、この幅広いアプローチにつきましては、ここにございますような例の中から、今後、

非ホスト国といいますか、日本の方が今後プロジェクトを選んで実施するということでござ

います。 

 それから、このホスト国と非ホスト国との役割分担におきまして、非ホスト国すなわち、

日本につきましては、建設費の１０％、約５００億円の負担を今後いたすわけでございます

が、この関連機器・装置の製作につきましては約２０％相当分、１０００億円につきまして

責任を持つといったこと、それから職員、研究員等の派遣の枠につきましても、コスト負担

としては１０％でございますが、全体の２０％についての研究者の派遣が可能となるといっ

たようなこと、それから先ほど例示で書いてございました幅広いアプローチにつきましては、

日本、それからＥＵ側が、それぞれ４６０億円相当の負担を行いまして９２０億円の事業規

模、その枠の中で幅広いアプローチを、今後、日本が選んで実施をする、そういったような

ことが合意されたということでございます。 

 以上でございます。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 本件につきましては、新計画の中での核融合関係の研究開発の中で、特に適切に取り上げ

ていくべきものと理解していますので、ご質問がおありかと思いますけれども、それにつき

ましては後刻の審議のときにお願いできればと思います。 

 ２つ目の報告は、前回の第２８回の策定会議でご審議をいただきました新計画の構成につ

きまして６月９日に原子力委員会のウェブサイトに公開いたしまして、２４日を締め切りと

して意見募集を開始したところでございますが、その後の経過でございます。 

 この新計画の構成に対しましては、７５８件のご意見をちょうだいいたしました。意見募

集開始早々からご意見が寄せられたわけでございますけれども、やはり短期間であったせい

か、最終日の２４日にお寄せいただいたのが、多分１００を超えていて一番多かったという

ことでありまして、お寄せいただいた意見の中にもありましたけれども、やはり公募期間に

ついて反省するところありという認識をせざるを得ないのかなというふうに思っていますけ

れども、しかしまずは、ご多用中にもかかわりませずご意見をお寄せいただいた国民の皆様
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には、この場をかりて心から御礼を申し上げる次第でございます。 

 委員会は、頂戴いたしましたご意見の山を前に、事務局と相談いたしまして、このご意見

はなるべく早く委員の皆様のお手元にお届けするべきということ、それからご意見を読むと、

新計画の構成については、そこに示されるべき項目という点では、前回ご審議いただきまし

たところでよいと判断できると。それから、お寄せいただいたご意見は、この方針に従って

新計画の本文をドラフトしていくプロセスで参考とするべきものと、これは皆様のご判断に

よるところでございますけれども、そういう点で示唆に富んだものが多いと、そうしたプロ

セスで事を先に進めていくのが適切かというふうに判断をいたしました。 

 そこで、まずはご意見集を皆様にお送りしたところでございます。その上で、新計画の構

成の案を踏まえまして、これまでの中間取りまとめやら論点整理をもとに、時間の許す限り、

いただいたご意見も参考にしながら、本文を書き出してみました。 

 ただ、全体として、前回も申し上げましたけれども、政策文書でありますので、５０ペー

ジ、４０ページを超える―現行長期計画が４０ページ程度でありますので、これを超える

ことなしということで、とりあえず事務局にはその範囲でドラフトを作成するようにお願い

いたしました。章立て等につきましては、この席で前回、この構成について大分いろいろと

ご意見をいただきましたので、そこを注意すること、それからもう一つ大きなご意見をここ

でいただいたと理解していますのは、この会議で議論に費やした時間をある程度、記載の厚

さというか、そういうものに反映していくべきではないか、ということです。そういうこと

を踏まえつつ起草を始めたわけですが、週末、起草作業をいたしまして、これもやはりなる

べく早く我々のそういう考え方を皆様のお手元にということで、何か「検討中」とか変なこ

とも書き込んでいる初校に近いものを皆様のお手元にお届けいたしました次第でございます。 

 以上がこれまでの私どもの対応と申しましょうか、意見募集等々にかかわる対応、経過報

告でございます。 

 そこで、本日の配布資料でございますが、第１号が応募いただいたご意見をとじたもので

ございまして、バインディングの都合で、２つに分かれているかと思います。なお、これに

つきましては、これは皆様のお手元にお配りするときには字が小さいもので、読みにくいと

いって大変おしかりを受けましたので、今回のは少し大きくしたのかな。ちょっとだけしか

変わっていないかもしれませんけれども、少し大きなフォントで打ち出してございます。 

 それから、資料第２号が、今、縷縷ご説明申し上げました新計画（案）のドラフトでござ

います。事前配布したものから、応募のあったご意見とこれまでの論点整理の紙を前に、事

務局がああでもない、こうでもないと言いながら毎日手を入れてきて、一応こんなところか

というところまで来たつもりのものでございます。 

 それから、あとはいつものように前回の議事録（案）と、御発言メモでございます。それ
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から参考資料が、さっきのを入れますと３点あるかと思いますので、ご確認をいただければ

と思います。よろしゅうございますか。 

 それでは、本日の議事でございますが、そういう次第でございますので、まず事務局から

資料１と資料２についてご説明をいただきまして、議論といたしましては主として新計画に

ついてということで、先ほど申し上げました経緯を踏まえてドラフトされた資料２について、

主としてご議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 よろしければ、事務局からまず資料の説明をさせますが、よろしゅうございますか。 

（異議なし） 

（近藤委員長） それではそのようにして、事務局、資料１と２を説明いただけますか。 

（後藤企画官） それでは、説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料１でございますが、今、委員長の方からお話がありましたように、７５０件を

超える意見が来てございます。これを、ページの上の方に書いてございますけれども、新計

画のドラフトの目次に合わせて、「はじめに」についての意見を「はじめにについて」とい

うところで、Ｅ３３番から並べてございます。これは、最初に目次がついてございますけれ

ども、その次に「１．基本的目標について」というのは７ページから１４ページ、「２．基

本的な方向について」という形で並んでおりまして、最後、分類がちょっと難しいかなと思

われるものを全体に対する意見というものは１３１ページから１７０ページというふうなこ

とで、一応、分類をしてございます。これも、そういう意味ではあらあらの、応募したとき

に「私はここに意見を言いたいという」趣旨の場所が入ってございますので、ご本人の申告

に合わせたもの、入っていないものは私どもの方でここに入るだろうということで分類をさ

せていただいてございます。ですから、実は中身を読みますと、多少、場所が違うというこ

ともあるんですが、ここはご申告に合わせたという形でご容赦いただければというふうに思

ってございます。 

 それで、全体の意見、私どもは今回、今まで出しました新計画の構成について何が足りな

いのかということについてご意見いただいて、新計画をよりフルートフルなものにしていく

という観点でご意見をいただいてございますので、そういう意味では参考にすべきというふ

うに私どもが判断した意見、それから今の構成にはないんですが、既に議論をして、ある意

味では新計画の中で方向が固まったようなもの、それから実は議論がまだされていないとい

うふうに考えられるようなものと、幾つか分類ができるのではないかというふうに思ってお

ります。 

 その中で、出てきた意見で、私どもが今回、新計画の構成の中に取り込んだ―これを見

ていただければわかるということになるんですが、一応、私どもがとりあえず事務的に判断

して、構成の中につけ加えたらいいだろうというものを中心にご説明させていただきたいと
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いうふうに思ってございます。まずは、そういう意味では計画の本体を、資料第１号を右に

置き、資料第２号、構成案を左に置きながら見ていただければというふうに思ってございま

す。 

 まず、そういう意味では構成案の方の目次を開いていただきまして、ページをめくってい

ただきますと…… 

（近藤委員長） 資料第２号ね、構成案ではなくて。 

（後藤企画官） 失礼しました。構成案ではなくて、資料第２号ですね。 

 資料第２号、本文ですね。目次（案）というのが一番上についているんですが、これは実

は本文のドラフトでございますけれども、本文の中で、そういう意味では意見を踏まえて直

したところ、それから実は送ったものから直したところ、ある意味で２種類の変更点がござ

いますが、まずは意見を踏まえて直したところというのをご説明したいと思います。 

 まず、６ページ目を開いていただきたいと思います。 

 本文の方の６ページ目のところ、段落の３つ目に、これは安全の確保のところですが、国

の安全規制の見直しの話が書いてございますが、その途中の５行目、「また」というところ

で、「また、国は、例えば耐震設計審査指針の検討のように、最新知見等に係る情報を収集、

整理し、関連指針等への反映を目指す等の取組を行っている」という耐震に関する記述が入

ってございます。実は、これは最初に意見を求めました構成案には、耐震の話は入っており

ませんでしたが、いただいた意見の中で、地震に対する意見が多数ございました。ざっと番

号を言いますと、例えばＥ１５４番とかＦ４４番とかございます。これは、いただいたご意

見の方では１６ページになるかと思います。―１６ではないか。地震に対するものは、１

６ページではなかったっけ。番号が違っているのかな。 

（森本企画官） １５４番の番号が違っている。５１４番か。 

（後藤企画官） ５１４番ですね。５１４番ですから……ちょっとお待ちください。 

（近藤委員長） 安全の中だから、４３ページ。 

（後藤企画官） ４３ページ付近ですかね。 

 例えば、４３ページのＥ６７番、日本列島はプレートに・・・というような話。特に、最

後は浜岡までというふうに書いてございます。こういう意見が、ここの部分とか、例えばそ

の先あたりにも幾つかございます。地震の話は結構ございまして、ぱっと眺めた感じでは二

十数件が、地震について記述がない、もしくは地震が問題なのでということがございました

ので、そこで、ここで耐震の話、現状を書き込んでございます。 

 それから、また資料第２号の７ページ目でございますが、「２－１－４．原子力と国民・

社会との共生」というところでございますが、ここでは国民・社会との共生だけに限らない

話ですが、今回いただいた意見の中で、一番数が多いものは、国がもっと前面に出るべきだ
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というご意見であります。例えば、ページで言いますと５７ページに、これは地域との関係

なんですが、国は地方に対して地方分権の流れの中でどういうことを言うのかとか、それに

類する話が幾つか入ってございます。これに対して、ここでは地方に対して国がもう少し前

面に出ているということを書き込むことによって、国が前面に出ろという意見に対する答え

にしようかと思っております。ですから、５行目のところに、「このため、国や事業者は、

地域社会との対話の場を設置したり、その任を担う人員を地域に配置するなどして」という

ことで、国が前面に出るということをつけ加えてございます。 

 それから、ページをめくりまして８ページでございますが、２－１－５の上のところにマ

スメディアのことが書いております。これは、国民・社会との共生では議論したんですが、

実は構成案にはこの部分は入ってございませんでした。これに対して、マスメディアについ

て議論をすべきというご意見をいただいてございますので、ここの５行を追加してございま

す。 

 それから、９ページ目でございますが、９ページの真ん中辺にＣＯ２の関係が出てござい

まして、実は原子力とＣＯ２の関係、これは温暖化対策には原子力発電は不要だという意見

をかなりの数いただいておりますし、一方、逆に温暖化対策に原子力発電が非常に有効だと

いう意見をいただいております。 

 ただ、その中でＣＯ２とライフサイクルの関係、要は原子力は発電過程ではＣＯ２を出さな

いということはもともと書き込んであったんですが、ライフサイクル全体を見たら実は多い

のではないかというようなご意見を幾つかいただいておりまして、これが例えばＥ５１７と

か２００幾つなんですが、すみません、番号とページがちょっと一致していないので、これ

は後でご紹介したいと思いますが、ここではライフサイクル全体を見ても、太陽光と風力と

同じレベルであると。それから、二酸化炭素が石油・石炭よりも少ない天然ガスに比べても

１割少ないということで、ライフサイクルでも少ないんだということをちょうど明記すると

いうことを実施してございます。 

 それから、ページをめくりまして１０ページ目でございますが、放射線のところでござい

ます。放射線も、ある意味で放射線が何に役立っているのか書き込んでくれというようなご

意見等をいただきましたので、放射線の中の４行目のところで、「中性子による高密度磁気

ディスクの磁気構造の解明など幅広い分野」に役立っているということと、放射線がん治療、

それから害虫駆除、ジャガイモの発芽防止、それからナシ、イネの作出、半導体やラジアル

タイヤ等という実際に今使われている部分についての議論を書き込むことにしてございます。 

 それから、ちょっと先に参りまして１７ページでございます。１６、１７ページ、安全の

ところは、実は意見の数がかなり多うございます。実は、安全をもっとしっかりやれという

ような趣旨と、逆に安全が問題だから原子力は反対という趣旨のご意見がいろいろございま
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して、１つは、安全をしっかりやれという意味では、いろいろな民間規格なども使ったらど

うだというご意見をいただいておりますので、これは１７ページの（２）の安全文化と品質

マネジメントというところで、「内外の標準・規格策定組織の策定する基準や規格を活用し」

という言葉を入れております。これは、もう送付版の段階から入れてございますが、民間規

格の活用等の議論をつけ加えてございます。 

 それから、高経年化対策とは何のことかわからないというご意見をいただいてございまし

て、これが１８ページの上の半分に、高経年化対策の中身を詳しく書いております。その中

で、６行目から８行目にかけて、「想定される経年劣化の影響を評価し、通常の保全活動に

加えて追加的な監視を行うことや所要の補修等を行うといった追加的保全活動を行うことを

高経年化対策として」というような形で、高経年化対策の定義を書き込むというようなこと

をさせていただいてございます。 

 それから、（５）の防災の話ですが、この防災をちゃんとやれという趣旨の意見、これも１０

通近くいただいてございますので、そういう意味ではこの防災対策の中身を追加しておりま

す。防災自体は、送付版のタイミングから入っておりますが、上半分の防災対策の話と、そ

れから地域住民の知識普及等の話を書き込んでございます。 

 それから、（６）の安全規制に係るコミュニケーションという形で、これも先ほど申し上

げました国が前面に出ろというようなご意見をいただいておりますので、それにあわせて最

初の３行をつけ加えております。「国は」というところで、「安全審査書の公開と意見募集、

各種の行政処分に係る判断基準の制定・改定時における意見募集のような取組を、国民との

コミュニケーション活動として引続き活用すべきである」ということを書き込んでございま

す。 

 それから、ページをめくりまして２０ページでございます。あと、意見募集の中で結構数

が多く出ておりますのは、教育の問題と人材の問題でありまして、合わせて５０件近くの意

見をいただいておるんですが、その中で大学教育の重要性をもっとちゃんと書くべきではな

いかというご意見をいただいておりますので、１つは２０ページの下の「大学等は」という

ところで、「一般の工学教育等での原子力基礎教育」をするということと、「創造性を発揮

して技術革新を担う人材」を養成するということを書き込んでございます。 

 それから、人材問題という意味では、送付版から入っているんですが、２１ページの３－

４の上２つのパラグラフの「原子力開発利用の現場には」という形で、技術士のことを書き

込むということをしてございます。新たにできた制度を書き込んでございます。 

 それから、教育問題では、実は学校教育についてかなり詳しいご意見を多数いただいてお

るんですが、これはさすがに長計の中身に書くには詳し過ぎるのだろうなという形で、今回

は採用させていただいていないというようなことがございます。 
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 それから、国と地方の関係という形で、２３ページ、３－４－４のところでございますが、

これも元の案に比べますと、先ほど申し上げましたが、国の役割を書け、国が前面に出ろと

いうご意見が多数ございましたので、そういう意味では２３ページの下のパラグラフの一番

最後の「さらに」というところですが、「国は地域社会や地方公共団体に対して国の原子力

政策や安全確保のための活動の内容を説明するなど、それぞれの立場から地域社会の信頼の

確保・維持に努めていく」ということを書き込んでございます。 

 それから、あと意見で書き込んだところは２６ページ以降でございます。２６ページ以降、

核燃料サイクルのところで基本的な考え方ですが、当初の構成案は、ある意味で４つのシナ

リオについて余り手厚く詳しく書いていなかったんですが、これはどちらかというと前回の

策定会議の意見で、非常に時間をかけて議論したのだから、ちゃんと書くべきではないかと

いうようなご意見を幾人かの先生からいただいておりますので、それを踏まえまして分量を

増やしております。シナリオを４つ書き、その先に①から⑩の視点についての分析を書いて

おります。これが、２６から２８ページにかけてでございます。それで、最後、結論という

形で２９ページの上に、「使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有

効活用することを基本的考え方とする」というような書きぶりに直してございます。 

 それから、３３ページでございますが、いただいた意見の数が２番目に多いと思われるの

は、廃棄物の問題でございます。廃棄物が、要は高レベルが決まっていないのに原子力を続

けるのかとか、廃棄物の処理は大変難しいのではないかというような趣旨のお話を幾つかい

ただいておりますので、幾つかつけ加えております。 

 最初のパラグラフでいいますと、パラグラフの一番最後の文章ですが、「国及び電気事業

者等も」というところで、「全国の地域社会の様々なセクター及び地域住民のみならず、原

子力発電の便益を受ける電力消費者一般の相互理解と協力を得るために」という、ある意味

で目的を書き込んでございます。 

 それから、次の「また」のパラグラフですが、ＮＵＭＯの研究開発に関する役割をつけ加

えています。ページをめくりまして、３４ページの最後の文章の「さらに」の前のところで

すが、「国及び研究開発機関等は、全体を俯瞰して総合的」に進めていくということで、そ

れから研究開発機関は、「住民の理解と認識を得るための活動に協力していく」ということ

を入れてございます。 

 それから、３８ページのところでございます。個別の案件でかなり多かったのが、要は、

ＦＢＲを推進すべきだという意見、それからＦＢＲは実用性のめどが立っていないからやめ

るべきだというＦＢＲに絡む意見というのは、かなり多数いただいております。そういう意

味で、ＦＢＲのところは中間取りまとめを前提に、多少、手厚く書いております。３８ペー

ジの一番下のパラグラフのところで、「また」の上のパラグラフですが、この段階の最大の
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取組は高速増殖炉サイクルだというふうな後で、「高速増殖炉サイクル技術は、長期的なエ

ネルギー安定供給や地球温暖化対策、放射性廃棄物の潜在的有害度の低減に貢献」する可能

性があるということをつけ加えております。 

 それから、文章の先へ行きまして、真ん中のところにございますが、「その後、もんじゅ

は高速中性子書きを提供できることを踏まえ」という、ここの最後、「重要である」という

ところまでをややつけ加えてございます。 

 それから、次の３９ページのところですが、一番最後のなお書き、「なお、実証炉につい

ては、これら研究開発の過程で得られる種々の成果等を十分に評価した上で、具体的計画の

決定を行うことが適切である」ということで、中間取りまとめ等の中身を踏まえてつけ加え

てございます。 

 大体これが、いただいた意見でつけ加えたところの主なところでございます。 

 それから、実は中間取りまとめとか論点整理を中心につくっておるんですが、論点整理で

議論していなかったんですが、書き込むべきだというご意見をいただいて書き込んだものが

ございます。一番代表的な例は、ウラン濃縮とか、その辺の話を、前回の長計はあるのに今

回は書かないのかというご意見を幾つかいただいてございますので、それを踏まえまして書

き込んでございます。これは、そういう意味では多少ご議論をしていただく必要性はあるか

なと思ってございますが、まず２９ページでございます。 

 ２９ページの（２）の核燃料サイクルの当面の政策の考え方という形で、①天然ウランの

確保、②ウラン濃縮、それから③プルサーマル、ページが先へ行きまして、④使用済燃料の

再処理及び中間貯蔵というふうになってございますが、この中で今回新たに書き込みました

のが天然ウランの確保の話、天然ウランの確保を図ることが重要だということ、それからウ

ラン濃縮について、これはより経済性の高い遠心分離機の開発、導入を進めるということを

書いてございます。それから劣化ウランの取り扱いは、適切に貯蔵していくと。 

 それから、③のＭＯＸ燃料の使用ということで、プルサーマルの記述を入れてございます。

プルサーマルの最後は、輸送のことまで含めて書いてございます。 

 それから、④のところでは、中間貯蔵と再処理ですが、プルサーマルに伴って発生する軽

水炉使用済燃料の処理の方策という形で、これは中間取りまとめの表現に合わせて書き加え

ております。それから最後のところで、「国においては」ということで、「事業者は、六ヶ

所再処理工場を円滑に稼働させていくとともに」という表現をつけ加えてございます。 

 それから、議論の後でつけ加えたところと考えられるのは３５ページでございますが、「４

－３－４．原子力施設の廃止措置等」というところでございますが、この中で一番最後の行

ですが、「試験研究炉の使用済燃料については、個別の状況を踏まえつつ、その取扱いを合

理性を考慮しつつ検討すべきである」という試験研究炉の使用済燃料についての書きぶりを



 

－11－ 

入れてございます。 

 それから３９ページ、５－１－４でございますが、実用化するための技術ということで、

この段階の技術として廃棄物の処理技術等があるということの先の文章でございます。「日

本原子力研究開発機構においては」ということで、六ヶ所の技術支援をするということ、そ

れから続く再処理工場に向けての技術開発のあり方についてはという形で、これは中間取り

まとめの表現を使っておりますが、「六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及び再処理

にかかる研究開発の進捗状況等を踏まえて処理の方策が明らかにされることを受けつつ、関

係者間で検討を進める。これらのうち、高燃焼度燃料や軽水炉使用済ＭＯＸ燃料等の実証試

験等については、日本原子力研究開発機構は、要請を受けて、技術的課題を明確にした上で

実施する」ということを書いてございます。 

 以上が、新たに議論が抜け落ちているのではないかというようなご指摘を踏まえて書き込

んだところでございまして、これが私どもの方で７００件の意見を詮議し、欠けているとい

うことで取り入れたものでございます。 

 一方、幾つかの意見で取り入れていない意見というものがございます。例えば、トリウム

炉についての議論はしないのかというようなご意見などもいただいておりますが、これは従

来からご意見、去年の段階でいろいろな方々から意見をいただいたものに対する回答で私ど

もの立場を明確にしておりまして、ここでご紹介させていただいて、それで一応、中身は済

みではないかというふうに思ってございます。 

 それから、そもそも論としての原子力発電の話、原子力推進委員会でいいのかというご意

見でございますが、ここは何回も議場で出ておりまして、委員長の方から私どもの立場を示

させていただいておりますので、そういうものは一応もう議論は済んでいるというふうに考

えております。 

 そういう意味で、ここでいただいたご意見は、今入れたようなところを踏まえたというこ

とで、一通りのことは入れ込むべきものは入れ込み、もう議論済みのものは議論済みという

ふうに判断しておりますが、もし足らずまいがございましたらご指摘をいただきながら、こ

の原案をよりよいものにしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 大分、乱暴な紹介をしてしまったように思いますけれども、一応、お手元に資料第２号の

第ゼロ次案的なものについてお送り申し上げているという前提で、それから大きく変更した

ところについてご紹介申し上げたわけです。ちょっと表現の問題はありますが、新計画の構

成、それから参考とした紙をベースに、既に策定会議で取りまとめを行った論点整理にある

ワーディング、言葉でちゃんと書き込んだ方がいいというところを、それをきちんと書き込
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むという作業を行ったというものでございます。したがって、今日は資料第２号について、

こんな姿形の目次と内容のものを新計画としていくのかなということについて、つなぎ方や

内容、勿論その他何でも結構でございますが、ぜひご議論いただければと思います。 

 もう一つ、私どもとしては、新計画といつまで言っているのかなと。このタイトルをどう

するかという悩みが実はありまして、長期計画とするのかなと思ったり、新しい原子力委員

会として初めてのものでございますので、これにつきましては悩みに悩んでいる状況でござ

いまして、これについても、そろそろ皆様と悩みを共有した方がいいのかなと思いつつ、ま

だこれだということに思い至っていないところがありますので、今日のところはまことに申

しわけないんですが、ただひたすら新計画という名称でご議論いただければと思っていると

ころでございます。 

 それでは、ご議論いただきたく存じますが、既にしてご発言のご希望をいただいておりま

すので、資料第４号、御発言メモが席上に配布されてあると思いますので、このメモにとじ

ている順にご発言をいただくことにいたしますが、最初は殿塚委員でしょうか。 

（殿塚委員） ありがとうございます。 

 発言メモに従って述べさせていただきますけれども、ここに４点ほど書かせていただきま

したが、実はこれ、前のバージョンの案で書きましたので、３．の「もんじゅ」の記述につ

いては、もう既に今回配布された資料に私のお願いしたい点が書かれておりますので、結構

だと思っております。 

 最初の研究開発は、国の基幹技術ということ云々につきまして本日版の１２ページに書い

てございますが、真ん中当たりの表現、原子力開発については「重要性は認識しつつも」云々

で、「重要との指摘もなされている」と書いてございますが、やや他人事風ですので、当事

者意識のある文章に置きかえるべきではないかと思います。「重要性は認識し、推進してい

くことが重要である」というような表現にすべきと思います。 

 それから、２点目ですが、高速増殖炉サイクルの実用化に向けた研究開発についてと称す

るところです。３８ページから３９ページにかけて記載がございます。この中で、２０１５年ごろ

に高速増殖炉サイクルの実用化に向けた研究開発を国として検討するということが読めるわけで

すが、一方で２５ページには、既に高速増殖炉については「２０５０年頃から商業ベースでの導

入を目指す」ということではっきり書いてありますので、３９ページの真ん中あたりに書か

れております「２０１５年頃から高速増殖炉サイクルの適切な実用化像とそこに至るまでの

段階的な」云々の「そこの至るまでの」という表現では、やや明確性を欠いているのではな

いかと。「そこ」というのを「２０５０年ごろからの商業ベースでの導入に至るまで」云々、

と書きかえたらいかがかなと思っております。 

 次に、４番目に書きました核燃料サイクルの当面の政策に関連しまして、３０ページに、
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中間貯蔵された使用済燃料の処理の方策は、「２０１０年頃から検討を開始する」と書かれ

ておりますが、これと関連しまして３９ページの最後のパラグラフが、前のバージョンに比

較して追加されたということで、結構なことではないかと思っております。 

 それからもう一つ、高速増殖炉サイクル技術の研究のあり方についてという論点整理の中

で、かつて軽水炉サイクルから高速増殖炉サイクルへの合理的な移行のあり方について配慮

すべしと、こういう論点整理がございますが、追加された中で、高速増殖炉及び再処理に係

る研究開発の進捗状況等を踏まえてと記述されておりますので、この辺も適切な表現である

というふうに考えております。 

 以上であります。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 次は、伴委員です。よろしくお願いします。 

（伴委員） ありがとうございます。 

 まず最初に、お手元にこの「原子力発電の経済性に関する考察」という公益事業学会で情

報室のスタッフの勝田が発表した文章をお配りさせていただいておりますので、お読みにな

ってください。そして、コメントがあれば、ぜひどしどしとお寄せいただきたいと思います。 

 なお、傍聴の方には、部数を用意しませんで配りませんでしたが、情報室のホームページ

にそっくりありますので、そこからとっていただくか、声をかけていただければお渡しでき

ると思います。 

 私の意見ですけれども、今回、この資料第２号の中身に議論は入っていきつつあるような

感じなんですけれども、寄せられた意見について、何を採用し、何を採用しないのか等につ

いてはもう少し議論が必要ではないかというふうに思い、１０項目になっていますけれども、

意見を書いてきました。 

 それで、まず１つは、この中で青森の方の方だと推測するんですけれども、原子力関連施

設立地点では意見募集原案が手軽に閲覧・入手できるような配慮がされていないのではない

かとあって、はたと思い立ったんですけれども、今回、インターネットでの応募ということ

になっていて、それ以外というのがあるのだろうかお伺いしたかったのと、最終的な意見募

集に入っていくときに、この辺は改善すべき点ではないかなというふうに思います。ですか

ら、立地点における資料として、これまでの策定会議の資料が閲覧できるような形になって

いるべきではないかと思ったので、この点が１つです。 

 そして、今、件数で発表されましたけれども、１人が多分複数意見を言っていると思うの

で、大体何人ぐらいだったのかなということ、原子力委員会の当該の意見募集に関するホー

ムページのアクセス数等についてわかっていれば教えていただくと、どれぐらいの人が関心

があって見て、そのうち何人ぐらいが応募してくださったのかなと、平均意見の数はどれぐ
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らいというようなことがわかってくるので、それをぜひお願いしたいと思います。 

 それから、２番目のところは既に、反映箇所等々のところについて説明をいただきました

ので、どこら辺が意見から反映されたのかわかりますので、後でもう一度ちょっと立ち返っ

て見てみたいというふうに思います。 

 地震についてなんですけれども、これも反映させたということで、現状認識のところで２

行ほど書かれているんですけれども、僕としては、現在これはどういうふうな審議状況にな

っているのかというところを、もう少し詳しく情報共有するという意味でも、一度説明して

いただきたいというふうに思います。あの委員会は、たしか３年から４年ぐらい随分長い間

やっていて激論が交わされているとも聞いておりますが、この場でもその議論の紹介及び意

見というのはあってもいいのかなというふうに思いますので、それをぜひお願いしたい。 

 それから、現行長計、過去の長計の評価を求める声というのが幾つかあったと思うんです

けれども、どんなふうな形になっているのかというのが対比的に見られたらいいなと、これ

は随分昔に僕もそのような話をさせていただいたと思いますが、ここではさらに現行長計と新

長計との比較の中で、その新長計が一体何を目指していくのか、２０００年から２００５年まで

の間の変化、その中で、何で策定をすることになり、何が特徴なのか、この辺ははっきりと

出していくべきかなというふうに思います。 

 それから、意見募集の仕方、これは１ともちょっと絡んでいるんですが、その中でパブリ

ックコメントのあり方についてどういうふうにしていったらよいのかというふうなことは、

やはりこれは議論すべきかなと思いますので、今回、最初に配られたときにはただずっと羅

列、今回はそれをテーマごとに分かれて出していただいたんですが、パブリックコメントに

ついての意見というものを、後で抽出すればいいのかもしれないんですけれども、抽出して、

どういうとり方がいいのか、その辺は時間の問題もあるというふうに委員長はおっしゃいま

したけれども、少し議論をしたらいいなというふうに思って、ぜひ議論の場をここでつくっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それから、なかなか批判的な意見は反映されないんですけれども、今回、それから恐らく

今後もサポートをする意見、批判的な意見が多数出てくると思うんですけれども、そういっ

たことをきちっと勘案して書いたんだよというような形での触れ方は、最低必要だというふ

うに思いますので、幅の意見があるということを示しつつ、議論した、まとめたということ

がわかるようにしていただきたいというふうに思います。 

 ちょっと長いんですけれども、７番目は、原子力委員会の本来的な仕事として、原子炉等

規制法に定められたところによる平和利用の担保と経理的基礎の審査というのは、この原子

力委員会で行われるわけなんですけれども―設置許可関係に関してですね。原子力委員会

がどんなふうに審査を行ったのかということが、事実上わからない。これは前に、２００３
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年１０月に青森で原子力委員会との公開討論会のときにそのことを指摘させていただいたん

ですが、残念ながらどういう審査をやったのか、審議経過というのを説明する資料が公開さ

れていない。今回も意見が出てきているので、ぜひこれは公開して欲しいというふうに思い

ます。審議の内容がわかるような形を示していただきたいというふうに思います。 

 それから、原発に肯定的な意見、否定的な意見の別なく、きちんとした説明をして欲しい

というふうに求める意見が幾つかあったというふうに思います。特に、再処理関係、プルト

ニウム利用関係、高速増殖炉関係、そういった点について、きちっとした説明が必要だとい

うふうな意見が多かったと思うんですね。それで、では一体どういうふうなことが説明され

れば不足感はないのか。「効果感」という言葉も使われておりましたけれども、そういうふ

うな意見を聞いたらいいと思いますので、そういうふうな意見を述べた人の中で、行っても

いいよという方には、この場に来ていただいて、この点が足らないから説明不足と感じるん

だ、こういうふうな意見を聞く場を持つべきかなというふうに思いますので、議論をする場

をつくって欲しいというふうに思います。 

 それから、これは地球温暖化防止に原発、反映のところでも少しあったかと思いますが、

それに対していろいろな批判的な意見が寄せられていて、温暖化防止に役立たないというよ

うなことも出ていたと思いますし、私もそんな話をしたんですけれども、複数の情報源から

の情報をという意見もありますので、この場以外の方、特にそのことを主張されている機構

ネットワークとか環境エネルギー政策研究所などの考えを聞いて、本当に役立つのかどうか

を議論していく必要があるのではないかというふうに感じていますので、これもこの場で議

論をすることをお願いしたいというふうに思います。そういう方を招いて聞く機会をつくっ

て欲しい。 

 最後になりますが、意見を採用しなかったというふうに先ほども答えられたんですけれど

も、「推進が基本」という原子力基本法の制約について、原子力委員会が主体的に議論せよ

という意見と、それができないのだったら立法府にゆだねよというような意見が出ていたと

思うんですけれども、これはどう考えるのかということは、もう一遍議論する必要があると

思います。それ以外にこの中で、たしか「アクセルだけではなくて、アクセルもブレーキも

ある原子力委員会の運営」という言葉もそのことを示しているかなと思うので、これもまた

やはりこの場できちっと議論するべきだというふうに思いますので、要請したいと思います。 

 ちょっと長かったんですが、以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 たしか最後の点については、吉岡委員も似たようなコメントをどこかにされたと思います。

これも皆さんでご議論していただくことなので触れませんが、手続的なことについてだけお

答えしますと、１番のインターネットだけであったかと。これは、ファクスでも受け付けま
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した。意見番号にＦがついているのがそれです。資料の公開は、ウェブサイトだけですね、

事務局。 

（後藤企画官） それでは、ちょっと説明させていただきますと、基本はインターネット上

の公開という形でやっておりますが、そういう場合は普通、電話などで問い合わせが来て、

何とか資料をくれというのがあるんですが、実は担当の方にはそういう問い合わせがなかっ

たんです。ですから、もしそのようなご意見があるのであれば、これは次回のときは正式に

そういうものも受け付けますと書くかどうかというのもあるんですが、しかるべき対応とい

うのは工夫の余地はあるかなと思います。 

 それから、件数の話が出ていたんですが、人数はトータルでは３９３人ということになっ

ているようです。 

 それから、ホームページのアクセス数の方は、期間中、意見募集のホームページのアクセ

ス数が２３１０件、それから構成案自身を見ていただいたのは２４３０件という形で、大体

１日平均にしますと、私どものホームページのインデックス、一番最初に来ているのが、大

体１日平均が３５０件ぐらいでございます。これは、５月の平均が大体３００件ですから、

大体１日５０件ぐらいの増になっているので、実は思ったほどふえていないなというのが素

直な感想ではあるんですが、ただ、全体のトータル数でいくと、３５００件程度のアクセス

をいただいているということになってございます。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 パブコメの方法論については、もちろん皆様にパブコメなるものはいかなる理解をすべき

かということや方法についてご発言いただいたところですが、引続き議論をしていただけれ

ばと思います。私どもも、もちろんここでいただいた議論について、応募されたご意見にも、

例えば環境省のものが非常にいいとか提案があったことも踏まえて勉強いたしまして、そし

て次回のやり方について、考えていきたいと思います。 

 それから、そのほかの点については、ここで議論ができるのですから、そういう議論をし

た方がいいという議論ではなくて、こうするべきだ、こういうことではないかということで

議論を闘わせていただくためにお座りいただいていると理解していますので、資料をお持ち

になるなどしてぜひそういう議論していただく、いや、既にそうしていただいていると理解

をしているところよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、７．につきましては、この青森の討論会に私も参加して、私の方から問題提起

した面もあったので、そのことについて着任して早速こういう行政手続法にいう行政処分に

かかわる基準は明確化しなければならないということについて、事務局に仕掛けたところで

す。ただ、この経理的基礎とか平和の目的に関するところは、安全と違って文章にすると陳
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腐極まりない当たり前のものになってしまいまして、なかなかうまくいかない。そこで、今

は定例会議において、そのことについてちゃんと確認をするということで、議事録の上で整

理するようにしています。特に平和の目的に関しては、後続規制にかかわることについてつ

け出しを口頭で依頼して意見を返す、そういうことにしております。なお、古いものについ

て資料公開要望があったことについては、大変申しわけないんですが、初めて知りまして、

これについては適切に対処するように、今、事務局に言ってありますので、何らの応答もな

いということではなくなるようにしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次へ行きます。 

 吉岡委員、どうぞ。 

（吉岡委員） ありがとうございます。５ページから７ページをごらんください。 

 その前に、１点だけＩＴＥＲについて質問したいんですけれども、コストオーバーランが

生じた場合のルールがどうなっているのかということをお伺いしたいと思います。 

 それで、本論に入りますけれども、わずか２週間で３９３人の７５８件という非常に多く

のものが来たというのは、非常に喜ばしいことではあるんですけれども、ただ、今日の議事

を見てみると、早速事務局が総括しそうになっているので、これは非常に不適切ではないか。

そもそも、おとといこれが送られてきたので、私は無理して半日あけて全部読んだのですけ

れども、読んでいる方はあまりおられないのではないかと思います。やはりみんなじっくり

読んでから、採るべき意見はどうだとか、そういうことを議論しなければいけないはずだ。

それをいきなり事務局が総括するというのは、いかに人事異動の季節とはいえ早過ぎるので

はないのかという気がいたしますので、じっくりこれを議論していただきたい。できれば国

民意見反映についてのワーキンググループをつくって、採る可能性のある意見を抽出して、

その取り入れ方のオプションを示してみんなで議論するという、そのぐらいやって欲しい。

そうでなければ国民に対して失礼であろうと。事務局の今日出してきた案は、ほとんど従来

のパブコメ案に対する回答とあまり変わらない。重要な論旨の追加がないし、重要な論旨の

変更もないというようなことで、これでは従来のやり方と同じではないか。しかも拙速すぎ

るではないかという失望を買うと思います。何とかして欲しいな、じっくり議論して欲しい

なということです。それが、私の全体的なコメントであります。 

 それで、例示的に考慮すべき点を５つ列挙しております。時間がなかったので５つだけに

終わっているわけですけれども、１０ぐらい書くつもりだった。第１のトリウム溶融塩炉で

すけれども、これは文書による判断が示されたとは認識しておりますけれども、やはりこれ

だけ意見が出るんですから、プレゼンをやって反映すべきかどうか検討するという、そのく

らいの対応が必要ではないかと思います。原発震災などもやはり同じように扱うべきテーマ

で、これは安全委員会の管轄かといえば、さにあらずであります。総合的な原子力政策につ



 

－18－ 

いての進め方の判断をここではしなければいけないわけですから、原発震災がリアルなら、

それは当然、全体の判断、総合判断に大きく影響しますので、やはりそういうことも含めて

何件かプレゼンの場を持つことが必要で、丸１回かけて何人かというような形もあり得るの

ではないかと思います。 

 ２番目ですけれども、会議メンバー構成の正当性を批判した文章がいっぱいあって、１０ペー

ジＦ０２とかです。おととい送ってきたものとページの打ち方が違っているので、Ｆ０２は

正しいと思うんですけれども、そこには名指しでマフィアが１９名もいるとかと書いてあっ

たと思うんですけれども、これについてやはり説明が要るのではないか。何でこんなメンバ

ー構成にしたのかということです。例えば私が感じているのは、財務リスクが核燃サイクル

政策を筆頭として、原子力では非常に大きいわけですけれども、広く薄く損をする国民層を

代表する立場の委員というのは極端に少ないと思いますので、そういう点も含めて説明が必

要であろうと思います。 

 ３番目ですけれども、「まず推進ありき」の論理の説得性です。これはさんざん私が言っ

てきたわけですけれども、やはり国民意見でも随分出てきたというようなことで、これはや

はり考慮すべきであろうと思います。 

 ３点ばかりまとめて書いていますけれども、第１点は、原子力委員会は原子力の推進を前

提として審議するというふうに一見法律には書いていますけれども、実際は、推進のうちに

推進しないという選択肢を含めても全然構わないというのが、私のこの法律の解釈です。つ

まり仮に１００％推進しないのでは困ると思うんですけれども、例えば放射線利用のみ推進

するというのでも、これも推進の一様式であります。そういう可能性も含めた判断の姿勢を

とるべきだと私は思うし、その観点から、原子力発電政策についても、脱原発オプションの

可能性を含めて議論の必要性はある。―「だった」と過去形では言いませんけれども、や

はり中立の立場というのを非常に気にしている人が多いなと思いました。 

 それと、論理の展開として、複数の選択肢があることを明記して、利害得失について評価

して、特にデメリットについてしっかり分析評価した上で結論を下して、異なる意見も併記

せよというような、そういうようなスタイル、文章の様式を要求する意見が散見されたと思

うんですけれども、その通りだと思います。 

 次のページに行きます。過去の政策についての評価、これが全然ないのも困るということ

であり、伴さんも同じようなことを言っていました。 

 あと２分ほど許してください。 

 ４番目ですけれども、例えば、核燃サイクルではプール満杯リスクという目先の問題が強

調され、それがかなりの要素を占めて判断がなされているように私は理解するわけですけれ

ども、長期計画ですからそれらしく、基本的な立場に立ち返って議論をして、目先の状況に
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惑わされないようにする必要がある。目先の状況で判断する場合特に困るのは、今までの利

害関係のしがらみというようなことが重視され、それによって政策を変更しにくくなってい

るわけです。それが変更しやすくなるように柔軟化を図ること、そのための法令の変更を行

うことが特に重要だと、何人かの人は指摘していると思います。私も同じ意見なので、そう

いう意見を尊重していただきたいなと思います。ルールを柔軟化するということを書くだけ

でも、大分違うであろうというふうに思います。 

 最後に、国の役割ですけれども、事務局案ではそんなに反映されていないのですが、これ

はこれで哲学の相違であり仕方のないことと思うんですけれども、国がマイクロマネジメン

トをするのはよくない。本来、国がやるべき事業というのは今より多いと私は思いますけれ

ども、民間事業に対してまで規制をするというのは、これはやめていただきたい。民間企業

は自己決定、自己責任原則でというふうに、そういう骨太の方針を示してほしかったなとい

うのが私の意見です。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 皆さんのご意見を伺わないうちに、私が考えを口にしてしまうのはあれなんですが、最初

の点については、ワーキンググループをつくるということはあるのかもしれませんけれども、

事務局が一つ一つ読んで、それに対してどう答えるかということについて考えながら本文を

書かせていただいていますから、それについて、ぜひ意見をお読みになった上で、これはこ

んな表現ではレスポンスしたことにならないとか反映したことにならないとか、あるいはこ

うすべきだというような具体的な改訂案をお出しいただくのがよろしいのかなというふうに

私は思います。このことについてはぜひご議論いただければと思います。 

 そのほかについては、従来からいただいているご意見でありまして、そのことも頭に置き

ながら文章を書いているつもりですけれども、そこについて、個々具体的にここはちゃんと

特出しして書けとか、そういうご提案をいただければと思います。私は、今回のドラフトは

吉岡委員のたび重なるご発言が耳にこびりついていて、それを反映しつつ筆が動いている部

分が少なからずあるのかなと思っています。これは勝手に思っているだけですから、ぜひこ

れだけはというところは引き続き声を出していただけるとありがたいというふうに思います。 

 それでは、書面の方は以上かと思いますが、続いて河瀬委員。 

（河瀬委員） よろしくお願いします。 

 今回、パブリックコメントを入れて、国の関与をもっとという、これも私どもも日ごろお

もっていることでありまして、大変いいなというように思います。 

 ただ、いろいろな文章がどんどんどんどん加わってくるものですから、何かわかりにくく

なるかなという懸念もありますけれども、その辺はまた、スカッとまとめていただければと
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いうふうに思うんです。 

 ただ、私ども、立地地域としてちょっと気になる部分なんですけれども、ではその文章を

どういうふうに書いたらいいかというと、私もすぐ実は言葉が出てこないのが現実でありま

す。横に電事連の勝俣委員もいらっしゃるので、ちょっと関係もあるんですけれども、私ど

もはやはり安全が第一であって、地域住民の理解が必要だということを前提として、いろい

ろ立地は協力をさせていただいておるんですけれども、特に今回の１０ページの８行目に、

電力の自由化等の影響ということで文章が書いてありまして、「したがって、産業界におい

ては、新規プラントの経済性向上はもとより、既存設備の高経年化対策及び定期検査の柔軟

化に対応できる検査技術、出力増強を実現するための安全」等いろいろ書いてあるんですけ

れども、私どもがちょっと気になると言いましたのは、要するに定期検査でありますとか高

経年化対策というものを、私どもは特に定期検査についても、しっかり安全確保のためにや

って欲しいということですけれども、これを見ると、やむを得ない、やはりもっと短くしな

くてはならないな、また長期サイクル運転をしなくてはならないなと。といいますのは、経

済的な理由がものすごく感じられるわけでありますし、そういう経済的なものでというよう

なことが読み取れてしまうんですね。読み取れてしまうという、これは先ほど言いましたよ

うに、感じてしまうということなんですけれども、そういうところが非常に気になる部分で

あるなということを思っておりまして、そういう部分について、国の長期計画の記述として

はどうかなということも感じるわけでございます。 

 また、２６ページにも同じような記載があるんですけれども、そういうような点を、では

どのように直ちにということにつきましては、少し私も、先ほど言いましたようにわからな

いところもございますけれども、一度また事務局の方として、その表現の仕方、そういうふ

うに感じ取られないような形でお願いできぬかなということを申し上げたいと思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 今後の議論のために、２章はいわば現状認識で、そういう意見があるということであれば、

それもなるべく書くのかなというスタンスで書いていまして、３章が今後の取り組みですか

ら、３章を政策論として見ていただいて、それが今後の取り組みとして適切かどうかという

観点でご批判をいただくといいかなと思います。よろしくお願いいたします。ご趣旨は承り

ました。 

 松尾委員。 

（松尾委員） 九州電力の松尾でございます。 

 原子力発電を今後とも安全に安定的に管理運営していく上での重要な課題、すなわち原子

力の今後と将来の位置づけ、それからプルサーマル、高速炉、中間貯蔵、国内のＭＯＸ工場、
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濃縮等々について、適宜適切に触れていただいておりまして大変ありがたいと、基本的には

そう思っております。 

 ただ、しいて言いますと、２９ページの一番下のところに、いわゆるプルサーマルについ

て触れてあるわけですけれども、今、当社としては、事業者としてその実現に向けて、地元

への理解活動を積極的に展開しているわけでございまして、この記述、「国においては」と

いうところですが、「広聴・広報活動への着実な取組を一層行う」というような表現になっ

ていますけれども、もうちょっと国の方針として「積極的に取り組むんだ」という姿勢をぜ

ひ記述していただきたいと思っています。地元で今、理解活動をやっておりますと、そうい

う声が大変強いという実態を反映して申し上げているところでございます。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 佐々木委員。 

（佐々木委員） 昨日、私のところにこの意見募集の厚いものと、それから本文、その２つ

が送られてきたのですね。私は、こう思ったのですよ。つまり、意見募集の非常に詳細な全

部の要約された資料がある。その資料があって、あとはこの本文が送られてきた。この二つ

の資料の関係がわからなかったのですね。つまり、普通は、（私の経験では、）他のパブリ

ックコメントの場合もそうですが、そういうものが出てきたときに、私の理解では、「第１

ステップ」として、出てきた全体のご意見を分類するわけですね。どういう分類をするかと

いうと、普通は、いただいたご意見の中で、我々が採用したいというか、つまり、「非常に

これは貴重なご意見だから、我々の本文の中に受け入れるべきもの」そういうものをまずピ

ックアップする。第２は、我々の、既にここでも十分議論して、骨子をつくっているわけで

すが、それが十分国民というか、皆さんに伝わっていなくて、それでいろいろ意見をいただ

いている。しかし、「それはもう既にここで我々が議論しています」というもの。ですから、

それはもうこういう形で我々はすでに文章にして、あるいは骨子にしているから、それは受

け入れられませんというのが第２ですよ。それから第３は、我々のこの議論のトーンとは全

く違うから「受け入れられません」という３つに分かれると思うのですね。普通は、全体の

意見をいただいたものを、その３つに分けるのですね。そういうような資料が出るわけです

よ。それで、これでいいかという議論をするわけです。 

 ところが、それが送られたものの中になかったのですね。ですから、私は、「ああ、明日

の会議にそういう３つの分類が出るのだろう」と思ってきたわけです。ところが、それが本

日ない。それで、一気に、先ほどの後藤企画官がおっしゃったのは、「本文」の中に既に組

み込まれたようなものが卓上に出ている。私は、送っていただいた後急いでこの意見募集の

資料については全部目を通しました。ですから、結論的に申せば、先ほど後藤企画官がおっ



 

－22－ 

しゃった「災害とか耐震」の項目、それから、「国がもっと前面に出た方がいい」という意

見、それから「民間の規格を採用して活用した方がいい」という意見もありましたね。それ

ゆえ、ここで、先ほどの事務局が「本文」の中に既に組み込んだものの多くについては、私

は同感いたします。それは結構だと思いますね。それはそれとして、それが１つ。 

 それから、もう一つわかりにくかったのは、送られてきた資料のもう１つ、骨子を文章化

した「本文」についても、骨子を文章化する場合にも、事前にこれでいいかというステップ

が一つあってもよいはずですね。ところが、そのステップを略してしまって、意見募集の中

で採り入れるべき意見をすでに入れ込んだ「本文」が事務局によって作られてしまっている

点が問題なのです。つまり、「骨子」と照らしてこの「本文」をやはり全部頭から読まない

と、「てにをは」からいろいろな問題があると思うのですが、それをしないで、ここでは意

見募集の中で採用すべきものまですでに突っ込んでしまっているのですね。それは、非常に

問題だというふうに思うのですね。 

 だから、この本文について、先ほど後藤企画官の方から、もっとよいものにしたいから委

員の意見が欲しいというように最後におっしゃったと思いますが、私は本日までにこれを読

んでいないので、この本文について意見を申し上げることができない。非常に残念に思いま

すね、そこは。 

 それと、もう一つ、ついでに申し上げておきますが、冒頭に申した、いただいた意見を３

つに分類する場合に、特に「採用しない」、あるいは「解釈がちょっと違うのではないか」

という類の「採用できない方の意見」については、もちろんこれはフォーマルなパブリック

コメントとは違うということはよく存じ上げておりますが、にもかかわらず、先ほど後藤企

画官がおっしゃった特に「教育の問題」のところとか、それから、「原子力委員会の位置づ

け」のところとかのような、ここでは受け入れられませんよという意見については、やはり

ある程度ペーパーの形で、（一々細かくは、フォーマルなパブリックコメントとは違います

から、そこまでする必要はないと思いますけれども、）取り入れられなかったものについて

のご意見はある程度類型化して、これこれこういう理由で採用できませんでしたということ

をやはり示しておいた方がいいのではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 私どもも、なるべく早く皆様のお手元に資料が届くべく努力したつもりですが、その２つ

が同時に届いたというのは、私どもの頭の中にはちょっとなかったことです。事務局はそう

いうことにならないようにしているはずなんですけれども、大変申しわけございません。今

後、不注意がないようにいたします。 

 それから、応募意見の取り扱いにつきましては、お考えのところは、私どもも何回かやっ
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ていますのでわかります。けれども、今回は骨子でもって、この構成にて欠けるところあり

やなしやということがメーンな意見をいただきたいところとしたところ、当然のことながら、

しかし本体そのものについて、人によってはもうホームページの議事録までずっと読んでい

ただいて、大変懇切丁寧な意見をいただいたということがあるわけですので、それをしから

ばどうするかと考えて、そこのところは結局のところ、本体を書き下していくことによって、

多くは論点整理等に既にあるものであることもあり、それはおのずとお答えすることができ

るだろうということで、その作業を始めたわけでございまして、ここで皆様から応募意見を

適切に反映しているや否やについてご発言をいただくというオペレーションを考えたわけで

す。そのことについて、そういう趣旨だということについて、資料をお送りするときにお伝

えしなかったことが最大の問題点ということで、それは反省いたしますが、ただ、今日は、

ですからむしろ、いわば今後の作業に使う資料をみんなここへ出してしまったので、これを

もとに次回等も含めて大いに議論していただいて、その上でそれを踏まえて今おっしゃった

ような意見を分類し、かつ云々という作業については、事務局的には既にそういう格好で作

業していることもあり、何らかの紙をつくるかということについては、私は何かできるのか

なという感じを持っています。しかし、それでは効果性がないというか、つまり本文を書い

ているというプロセスの中での効果性が目立ないということはあるかもしれません。ですか

ら、本当におっしゃったような意味で、これはどうも扱いにくいなという意見についてだけ

まとめてお示しするという方法もあるのかなとも思います。ちょっと考えさせていただきま

して、次回までに何らかの対応をしたいと思いますのでご理解いただければと思います。 

 渡辺委員。 

（渡辺委員） ありがとうございます。 

 今回実施しました意見募集についてなんですが、７５０件を超える意見が寄せられたとい

うことで、多くの方々に関心を持っていただいて意見を寄せていただいたという意味で、大

変よかったのではないかなというふうに思います。基本的な内容が固まってしまった後での

パブリックコメントですと、意見反映が難しいということからいえば、今回のような中間段

階での意見を聞くというプロセスを入れることは、大変大切なことではないかなというふう

に思います。 

 その上で、今日、原案が出されておりますので、４点、意見を述べたいと思います。 

 まず１点目なんですが、広聴・広報活動についてです。７ページに現状認識、それから２

２ページにも方向性が記載されていますが、かなりの国民が不安とか不信を持っていること

を前提に、国民の信頼に結びつくあり方を、改良とか改善というレベルではなくて、真摯に

見直す必要があるというふうに感じています。 

 それから２点目なんですが、地方自治体との関係のあり方についてです。この点は、かな
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り論議があったところですが、基本的には地方分権と地方自治という大きな流れを踏まえた

原子力政策のあり方が問われているというふうに思っています。国が地方に政策を押しつけ

たり、それから強制したりするような時代ではなくて、地方自治体の主体性を前提に、相互

理解と協力関係をどうつくっていくかという点をしっかり踏まえる必要があるのではないか

と思います。そうした点で、今回、原子力防災の点を項目として取り上げていただいた点は

大切だと思いますが、狭い意味での立地地域にとどまらないで、万が一の災害とか事故の際

に影響を受ける広範囲な地域を対象としたリスクコミュニケーションが大切ではないかとい

うふうに思います。 

 それから、３点目の核燃料サイクル政策にかかわる点です。核燃料サイクルをめぐる論議

の際に、核燃料サイクル政策を基本的に維持しつつも、様々な環境変化に基づく重要な対応

を可能とするために、直接処分を含む必要な調査研究を図るという点の必要性が確認された

と思います。それは、３０ページの⑤不確実性への対応に含まれているというふうに理解し

てよろしいのでしょうか。これは、確認させていただきたいと思います。 

 それから最後に、最も重要な点だというふうに思っているんですが、２５ページの原子力

発電の基本的考え方の１段落目のところですが、３０～４０％とか、それからそれ以上の役

割という表現について、これは国が責任を負えるものではなくて、数字がひとり歩きすると

いうことを含めて、好ましくないというふうに思っております。近藤委員長からも、ベスト

ミックスを表現したものに過ぎないということとか、それから事業者の委員の方々のも、事

業者がこれに縛られるわけではないというご発言があったと思います。変化の激しい時代に

おいて、１研究機関が示したラフな推計データをもとにこのように決めつけるような表現を

することについては、同意できないということを申し上げたいと思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 先ほどの不確実性のところはご指摘のとおり、前の中間取りまとめの文章をここにそのま

ま書き込んでいるわけで、解釈はそのとおりです。ただ、ここはもう少しはっきり書けばい

いではないかというご提案もあってしかるべきだというふうに思っていて、そういうことも

あるべしということで検討しています。実は、世の中もどんどん動いていますので、それだ

けを選択肢として挙げるのがいいかどうかという議論もあるので、このぐらいにしておいた

方がいいのかなということでとりあえずの案にしています。それは、皆さんにご議論いただ

ければと思います。 

 それから、数字の問題は、確かに今回のご意見の中にも両方、もっと大きく７０％にせよ

というご意見も含めていろいろあったわけですので、そこはご意見として承って、皆様に代

替案があればお出しいただくということなのかなと思っていますが、渡辺委員からそのこと
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について再三ご指摘をいただいていることについては理解をしているということで、とりあ

えずはご理解していただければと思います。 

 それから、地方との関係につきましては、これはご承知のようにここで随分と議論したわ

けでして、それで論点整理もつくりましたので、その文章のポジションはなかなか大事だな

と。一応、ある種の合意ですので、そこは大事にして書いております。ただ、新しいイシュ

ーがあれば、それは当然、ご提案いただいて書き加えていくべしというふうに思っています。 

 ありがとうございました。 

 井川委員。 

（井川委員） 先を越してすみません。ちょっと出かけなければいけないので、ごめんなさ

い。 

 幾つか意見を申し上げたいと思うんですが、その前にこのパブリックコメントのこれをち

ゃんと読んだかというご指摘もあったんですが、私も昨日の夜から睡眠不足になるぐらい、

老眼なので最近辛かったんですけれども、一生懸命読ませていただきまして、大変貴重なご

意見をいただいたんだろうなというふうに思っております。 

 それで、先ほど吉岡委員が、マフィアがどうのこうのということをおっしゃって、そうい

うご指摘もあって、私は光栄なのか迷惑なのかよくわからないですけれども、近藤先生と並

んで、「近藤、井川・・・」というふうにマフィアの一員にされておったという次第です。

それで、正直に告白いたしますが、しかしながら、そのマフィアという定義がよくわからな

いんですね。僕は、それが原子力について相当な利益・利害を持ち、なおかつそれに対して、

それで食っているみたいなところがあると、マフィアと言っていいのかもしれないですけれ

ども、恐らく吉岡先生より僕は、原子力はほんの仕事の中の一部でしかあり得なくて、原子

力を担当しなくなっても、単なる一国民としての位置づけしかないので、ほとんどそれほど、

僕がマフィアだとすれば、吉岡先生もマフィアかなという感じはしておるという次第です。 

 それで、そんなことはどうでもいいことなんですが、貴重なご意見をいただいて、それを

拝見して非常に気になる点が幾つか、４点だけありまして、それはどうしても申し上げさせ

ていただきたい。 

 それは、原子力の現場で働いている方のことで、非常にご苦労されていて、僕は感謝して

いる次第なんですけれども、その点検されている方等で、前に笹岡さんだったか、被曝が増

えているとか、あるいは非常にご苦労されているという実態があって、この中に保守管理の

研究をしっかりやるということ、これから高経年の時代になってくると保守管理、それから

その働く人たちがなるべく働きやすいように、いろいろな研究というのが要るのではないか、

それは１つの重要なポイントではないかと。それは、高経年のところに入れるのか研究開発

のところへ入れるのか、ちょっとよくわからないんですけれども、これは一つ、やはりこれ
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だけご要望があって、なおかつ、それが不信感、不安感につながるといかぬので、やはりど

こかに入れて欲しいなということが１つ。 

 それから、地震については、これは速やかに入れていただいて、これも感謝している次第

なんですけれども、地震について言えば、安全委員会で耐震の問題についてずっと話し合っ

ている。それで、これは阪神・淡路大震災のときに１０年前からやって、１０年間やってい

まだに結論が出ないというのは、この書きぶりで本当に済むのかというのが、私は非常に不

安、不信を生んでいる根本原因だろうと。私の理解では、地震については一定の基準はクリ

アしているんだけれども、原子力というのは当然のことながら、隕石が落ちたときまで想定

しない、そこまでは想定してやれないというところを、何でもかんでももう１００％という

ことはできないので、これは現実に起こり得ないリスクについては、ある程度共存しながら

やっていくというのが技術の基本ですので、それはクリアしているんでしょうけれども、わ

かりやすく示すという意味では、これは原子力安全委員会等の議論がもっと速やかに進まな

ければいけない。これは、もう少しスピーディーにいろいろな安全規制というのを、いろい

ろな方の不安や不信にこたえてやれるようにというのを、原子力委員会からこの安全の問題

についてはスピーディーな対応をするということを、どこかに入れておいた方がいいのでは

ないかなということが１点。 

 それから、廃棄物についてなんですけれども、廃棄物はどうせできないんだからだめだろ

うと、相当いっぱい書いてあるわけですね。それで、原子力はもうだめだ、だめだとずいぶ

んご意見いただいて、それについて特に高レベル放射性廃棄物が問題となるんだと思うんで

すが、この部分が現行の方策しか書いてなくて、これまた１０年間、法律ができて１０年た

つんだけれども、一向に進んでないという現実も踏まえて、もう少し今後新たな方策、追加

的な方策等も含めて検討するというような一文があった方がいいんではないかということを

感じる次第です。 

 それから、もう一つメディアのことが書いてあって、これは確かにメディアもいろいろ問

題あるということは私も自分で言わなきゃいかんとは思うんですが、しかしながらメディア

がいろいろな見方は紹介しているのは、これは間違いないところで、それとともにこれは公

の文書にこういうことが書いてあると、ちょっと一抹の不安があるのは、「正確に」という

言葉が入っている。正確に伝えろと。「正確に」というのは、これはだれが正確に判断する

かというのは非常に難しい問題があって、この「正確に報道し」という部分は要らないんじ

ゃないかということを感じるわけです。マスメディアは事実に即して様々な見解があること

を伝えればいいだけの話であって、この「正確な事実」という「正確」というのは、国が判

断するようになると戦前になっちゃうので、あるいは中国共産党状態になって、我々に人民

日報の役割を求められてもちょっと困るということだけは申し上げておきたいということ。 
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 それと、提案がもう一つ、ついでと言って申しわけないですけれども、佐々木先生からも

先ほど何かご不満もあったようなんですけれども、確かにこの意見を全部読んで見落としも

あるだろうし、せっかく貴重なご意見をいただいたのを我々がちゃんとサポートできないと

いうこともあり得るだろうと思うので、これはいつものことですけれども、膨大なこの文書

だし、内容なので、ご意見があったり、後で気づいたら、メールとかで送って、それをこう

いう公の中で意見の一つとして公開する形でそれをホームページにでも後で載っけるという

ような形で、我々もまじめに考えているんだということをご意見をいただいた方に示すとい

う意味でも、やっぱりいかがでしょうか、ここは時間がないし、しゃべれないということも

あるので。 

（近藤委員長） ちょっと意味がわからなかった、もう一度。 

（井川委員） つまり、後でここの部分を言いそびれたとか、ここの部分を気づきましたと

いうことがあれば、事務局あてに送って、それを水面下でごにゃごにゃ交渉したという話じ

ゃなくて、公にちゃんと意見をサポートしてこういうことを言いましたというのを示して、

これの延長線上でどうかなということで。 

（近藤委員長） わかりました。 

 それは次回にもまだこれは議論しますので、そのときご発言いただいてもいいし、それか

らその間においても紙をいただいてもいいところ、その透明性をということですね。 

 はい、わかりました。 

 それから、地震の問題は確かに後藤企画官が説明したところ、ただ言われたから書いたと

いう程度の書き方になっている。こんなことなら、ばかでもできるといって怒ったんですけ

れども、ただ規制に指を突っ込むと、またすぐ何か言われてしまうので、ちょっと辛いんで

すが、大事なことはそういう関心の高いことに適切にこたえていかなきゃならないとか、食

の安全なんかも丁寧にやらなきゃならないという面もあると同じような意味で、これは丁寧

にやらなきゃならないことではあるんですけれども、しかし牛肉の場合は輸入を止めた上で

やっているからそれはいいんだけれども、原子力発電所の場合、すでに建っているし、建て

ようとしているわけですから、そこはちゃんとタイムリーにやらなきゃならないということ

については、かなりの思いを持っていますので、これは安全委員会等と詰めながら、書ける

限りのことを書きたいというふうに思っております。 

 それから、マスメディアのところ、私はいつもメディアの方には「正確な事実」というの

は伝えられるはずがないでしょうが、「正確に伝える」ことはできるでしょうというふうに

申し上げているんですが、検討させていただきます。 

 山名委員。 

（山名委員） ありがとうございます。 



 

－28－ 

 まず、幾つかあるんですが、佐々木委員がおっしゃった意見とこの本文へのまとめ方の話

に関して言えば、私は今までここで随分議論してまとめてきた１０個の論点整理、あのペー

パーは非常によくまとまったサマリーになっていると思うわけです。それを絞って本文にす

るわけですが、いずれにせよあの論点整理ができるだけ多くの国民の人の目に触れることが

大事かというふうに思います。そのために、論点整理をこれは私はいつも印刷して持ってい

るんですが、本文の後ろに添付して、常にそれが見れるようにすべきではないかと。それを

読んでいただければ、わからないこともかなりわかると思います。これが一つのお願いでご

ざいます。 

 それから、２番目は伴さんの意見で、意見に幅があると、反対の意見も多いと。それから、

原子力委員会が推進だけの立場でもないだろうという意見がありましたので、それについて

一言申し上げたいと思いますが、集められた意見の大事なのは分析することですね。全体的

に一体何が言われているかということを分析することであると思います。今回、事務局から

その分析した結果の提示がないので、何とも言えないので、とても残念なんですが、きっと

頭の中では分析されているだろうと、こう思っています。 

 それで、特に半数弱ぐらいが原子力自体に反対、あるいは再処理やプルトニウム利用にも

反対という意見がかなり出てまいりますね。それはかなり目につくんですが、例えば一つの

典型的な例を申しますと、だからといって直接処分をやろうという積極的な意見は一つもな

いような気がするんです。ということは、再処理もプルトニウム利用も心配だけれども、か

といって直接処分も積極的にやろうと言いたい人はいないということですね。 

 つまりいろいろなことに不安は持っているけれども、いま一つカウンタープロポーザルと

なるものがなかなか皆さんに見えてないところがあると思うんです。この場では、直接処分

との両方の比較とか、かなり一種のトレードオフをやりまして、総合的な評価もやってまい

りました。その中で、いろいろな現実条件が理念的なことも含めてこの方針をとろうという

ことを決めてきていますから、その過程が十分に伝わらないまま、不安だと思う意見が上が

ってきていると、こういうのが今の分析状況ではないかというふうに考えております。です

から、そういうようここでいろいろなトレードオフ、あるいはデメリット、メリットのバラ

ンス、いろいろ考えてきたということが国民の皆さんに伝わるということが何よりも大事か

なというふうに思うわけです。 

 それから、燃料サイクルについて一言言わせてください。 

 燃料サイクルのページがあるんですが、シナリオ１から４と出てくるんですが、核燃料サ

イクルのこの会議が昨年の６月からバックエンドの評価をわっと始めたわけです。これはお

尻に火がついたようにそこから取りかかったというのが実情なんですが、余りにその結論を

先に書き過ぎていて、バックエンドの話ばかりが先に出てしまっている。燃料サイクルとい



 

－29－ 

うのはフロントエンドもあるし、バックエンドもあるし、全体的に我が国の燃料サイクルと

して何を目指すかという一番最初に来るべき基本の考えがないままに、バックエンドの再評

価の話に入っちゃったので、後でフロントエンドの話が２つぽつっとへ入ってくると、「あ

れ、まあ、何で出てきたの」という感じになるわけですね。だけれども、やはり燃料サイク

ルは全てフロントからバックまで大事なわけですから、燃料サイクルの４－１－３の前に何

か基本的なスタンスが書かれてしかるべきかなというふうに思いました。 

 以上でございます。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 論点整理の方の紙の取り扱いにつきましては、これも検討中でありますので、分冊をまと

めてつけるというか、添付資料というか、普通のアメリカのポリシーペーパーで言えばアペ

ンディックスという格好のやり方もあるのかなというふうにして検討しています。ありがと

うございました。 

 草間委員。 

（草間委員） どうもありがとうございます。 

 私もこれをいただいたのは１日か２日前でしたけれども、大変小さな字で、老眼には大変

酷だったんですけれども、吉岡先生は読んだ人は少ないでしょうと言われましたけれども、

委員である、しかもマフィアと言われますとこれは読まざるを得ないと思いまして全部読み

まして、それで本文との照合も若干自分なりにさせていただきました。 

 様々なご意見を、私なりにカテゴライズさせていただきまして、原子力に反対との意見は

別としまして、それ以外の意見は大方取り入れられているのではないかなと思います。 

 ただ、前回も申し上げて、また今回再度言うと、近藤委員長に論理的な頭じゃないと言わ

れそうですけれども、いただいたご意見の中にもあり、私も大変賛成ですので、発言させて

いただきます。「はじめに」の中に基本の目標が書かれておりますが、この計画に当たって

の基本目標というのは、新たに別に第２章というような形にしたほうがよいと思います。参

考資料の構成の方は別になっておりますよね。 

 原子力開発利用における基本的な目標というのは、一つ章を立てていただいて、「はじめ

に」の次の後半の部分の４つの基本的な目標というのは書いていただいた方がわかりやすい

んじゃないかなと思います。それは、このいただいたご意見の中にも基本的な目標、基本的

な方向、基本的考え方と、この区別がわかりにくいとあります。私も前回これは本当にわか

らないので、質問させていただきましたら、全く同じご意見がありましたので、この辺はぜ

ひ取り入れていただきたいと思います。 

 したがいまして、章立てとしまして、まず「はじめに」があって、基本的な目標があって、

第２章は現状分析をするということで、３章で今ここで２－２にありますような基本的な方
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向性みたいなものを書いて、３章以降で各論を書いていくというような形にした方がわかり

やすいんじゃないかなというように思いました。構成の変更を言ってもきっと事務局は変え

てくださらないというのは、今までの経験で思いますけれども。 

 それと、もう一ついただいたご意見の中で反映されていないのは、先ほど吉岡先生もちょ

っとありましたけれども、現長計に対する評価がないということですけれども、これは私は

必ずしもする必要はないんじゃないかと思います。一番最初に近藤委員長がご提案ありまし

たように、これを長期計画とするか、新計画とするかというところで、新計画というような

形にして、あくまでもここの委員会でこういう計画を立てましたという形でいいんじゃない

かなというふうに思います。 

 細かいところになって申しわけないんですけれども、本文で幾つかちょっとわかりにくい

ことを。例えば国民とか社会とか、あるいは地域住民、地元住民とか、幾つか同じ意味を表

す言葉が無造作に使われている部分がありますので、ちょっと見直していただく必要がある

んじゃないかなと思いました。 

 それと、２－２－１から２－２－５までの間のその中で、原子力研究開発利用と原子力活

動なんていう新語が出てきちゃって、原子力活動って一体何なのって思ったりしますので、

文章を読ませていただきますと、研究開発に関することと利用に関することと別にした方が

いいようなところがあるかと思いますので、その辺をぜひご検討いただければと思います。 

 もう一つ細かい言葉になって申しわけないんですけれども、３－１－２の防護対策とあり

ますけれども、私は一応放射線防護の専門家として今まで活動してまいりました。ここに書

いてあるのはあくまでも核物質防護ですので、核物質防護という形できっちり書いていただ

かないといけないかなと思います。 

 あと文章等の細かいのは、またドラフトができた時点で言わせていただきますけれども、

構成については言っても無駄かなと思いますけれども、一回ぜひご検討いただきたいと思い

ます。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 構成につきましては、基本目標について、この４つをさらに展開をして、それぞれのかく

かくしかじかなるがゆえにこれが４つだという、この４つが目標だという書き方をするとす

れば、１章起こせるのかと思いますけれども、ここはある種割り切りで、これは自明という

整理でここにはこう書かせていただいているところであります。それがいいかどうかという

ことなんですけれども、今ご主旨は多分そういう意味の４つに至りつくところの説明を含め

て少しエラボレートするべきだということをおっしゃったと思っていますが、それはちょっ

と検討させていただきます。 

 それから、２－２につきましては、私もダブって書かれているので、２－２はむしろ横串
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になるようなフィロソフィー、例えば官と民の役割分担を適切だとか、それから短期、中期、

長期の活動をそれぞれ適切なバランスで書くとか、やるとか、そういうオペレーショナルな

プリンシプルを４つ、５つ整理するのが適切なのかなというふうに思ったりして、実はポケ

ットに別の案を持っているんですが、なかなか賛同者が周りにいなくて、今日は出していま

せんが、引き続きここは検討させていただきます。 

 それから、何人かの方から現行計画の評価の議論をいただきまして、草間先生は必ずしも

それは必要ないとおっしゃられたんですけれども、私どもの立場としましては、文章はとも

かくとして、ここでの議論の仕方としては、必ず資料をつくるときに現行計画ではこうなっ

ていますと申し上げ、そしてこれだけの事実が積み重なって、今後としてこういう取り扱い

をしたいということで、一応その議論のプロセスが現行計画を認識しながら、足したり、引

いたりしたということはあるんですね。ですから、プロセスとしてはしているんだけれども、

この紙にそこが残っているかと言われると残ってないということはあるのかなと、そこはち

ょっとそういう意味でご提案の評価を書けというご主旨がそういう意味であるとすれば、そ

こは工夫をさせていただく余地はあるというふうに私は思っております。 

 それから、あとワーディングについてはまさにおっしゃるとおりで、いろいろな人がごち

ゃごちゃ書き込んでいますので、それぞれ勝手な思いで書いてあるところを私がコントロー

ルし切れないという、私自身も勝手なことをしていますので、申しわけございません。しか

し、ぜひご指摘いただければと思います。ありがとうございました。 

 それでは、神田委員。 

（神田委員） 今回のご意見は前回申し上げましたように、同文のものがどっと来るという

ことがありませんで、大変読みがいがあったと思います。全文を９時間かけて読みました。 

 その後、私なりに意見の分類をして、どんな意見かというのを整理したら、何とさっき後

藤企画官の方から、もう取り入れたというのをほとんど言われてしまって、すごい作業があ

ったんだなというのを非常に事務局にも努力されたことを評価したいと思います。 

 それで、その中でちょっと抜けているのが一、二あるというので申し上げますと、さっき

吉岡委員もおっしゃったんですが、トリウムに関することというのは何も触れてないですね。

トリウムの意見はあれだけの人があれだけのことをいっぱい言っているんだから、どこかに

ちょっと研究開発のテーマの中にでも入れたらどうか。何も言わないで無視するというのは

ちょっといけないかなと。 

 というのは、ご存じのとおりインドがトリウムの研究で物すごく進んでしまいましたよね。

だから、今ほっとくとインドの独走態勢になって、ウランプルトニウムサイクルがもし何か

の破綻が来たときには、インドが完全に独走、一つの国だけがトリウムの研究が進んでしま

って、ウラン２３３もあそこまで行っちゃって、多分インドの次は日本だったと思うので、
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少し何かちょっとあった方がいいかなと思いました。 

 それから、文章をいただいたので、核燃料サイクルのところ、確かにたくさん我々は議論

をいたしましたけれども、核燃料サイクル、４－１－３というところからこれだけ入れなき

ゃいかんのかなという感じがするので、これを付録か最後にぽんとまとめて、むしろ山名委

員もおっしゃったように、核燃料サイクルとして本来書くべきことはあるんだから、その文

章を少し残して、なおバックエンドに関しては回数を非常に重ねたので、後ろにまとめてお

くといって４－１－３から４ページ分ぐらいをぽんと後ろに持っていったらもっとわかりや

すい。ちょっとバランスが悪いのではないかというような気がいたしました。 

 それから、前回の長計で非常に張り切ってやったのに、今回やらなかったというテーマに、

原子力エネルギーと再生可能エネルギーといいますか、自然エネルギーといいますか、その

比較を余りやりませんでしたね。前回はたしか３回ぐらいかけてそれをやったので、余りそ

ういう意見が出なかったんだと思うんですが、今回見ると原子力を止めて国の金を自然エネ

ルギーの開発に使ったらどうかというのが割合目立っていますね。それは、少し自然エネル

ギーについてそれが正しければいいというか、認識がかなり違ったレベルでそれが出てきて

いるというのがありますから、この長計で自然エネルギーと原子力を比較するというのは、

的確かどうか知りませんが、何らかのメッセージを我々は持っていなきゃいけないのではな

いかという気がいたしました。 

 まだ小さいことはいっぱい書いてしまいましたから、３０分ぐらいでもしゃべれるんです

けれども、ありがとうございました。これで終わります。 

（近藤委員長） そのいっぱい書いたのをぜひちょうだいできればと思います。 

 バランスの問題については、いろいろなご意見がありますので、これが一つの姿かと思い

つつ検討させていただきます。 

 それから、エネルギーの問題は、これも何人かの方からいただいております。この会議で

も一、二回そのデータも入れた資料のご紹介をし、ご議論をいただいたところであります。

で、このドラフトではエネルギー基本計画のあるところ、余りそこに踏み込むのかどうかな

ということで、現行長計の記載、ここでの議論を踏まえて取り込めるものは取り込むという

ことにしています。 

 ですから、そこについてこういう議論があるというそういうご指摘がいただければ、それ

について検討することはあるべしと思いますが、先ほど既に伴委員から、応募された中に異

なる意見があるとのご指摘があったところですが、それが、原子力を進めることは結局エネ

ルギー多消費社会をエンドースすることになるのでけしからんということだとすれば、それ

は哲学の問題になってしまう。ここでは、省エネを最大限に推進すると。しかし、同時に需

給動向を踏まえて、非化石燃料の供給増も努力することが大事だという、そういう需要と供
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給両方について努力を求めるというスタンスで、これは現行のエネルギー基本計画がそうな

っていることを踏まえているんですけれども、それが現実的ということで、そうしているん

ですけれども違った意見もある、ということ書くのか、エネルギー基本計画とは別の哲学に

よるべしとするのか、そこはぜひ具体的にご提言をいただいて、ご賛同が得られれば書くべ

きことを書き込んでいくということかと思っております。ありがとうございました。 

 千野委員。 

（千野委員） どうもありがとうございます。 

 本文の全般的な印象を一言申し上げたいと思います。 

 いろいろなところに気配りをしたり、飛んでくる球を想定して書かれたりというふうな感

じがあって、それはそれでよろしいんですけれども、ただそれが余り過ぎると、かえって何

を言いたいのかわからなくなるような嫌いもあるのではないかなという印象がありました。

本文については、これからいろいろな意見が出されるでしょうし、またいろいろなお立場の

方から注文も出てきて、それをまた全部盛り込むと、ますますわからないことになるおそれ

もなきにしもあらずということで、その辺はむしろ近藤委員長の腕力でやられた方がいいの

かもしれないという気がいたします。 

 例えば、具体的に読んでいて、おかしいというか、くどいという表現は、例えばリスクを

十分低く抑制するとか、リスクを十分小さく抑制するという、これはくどいんじゃないかと

思うんですね。抑制は大きくは抑制しないだろうとちょっと揚げ足取りみたいなことになり

ますけれども。 

 それから、主として悪意を持った妨害とか、言わんとするところは大変わかるんですけれ

ども、そういった感じの表現がやや気になるなということです。 

 それから、もう１点、井川委員の触れられたマスコミのところで私も追加されたのはよろ

しいと思いますけれども、「情報の受け手としての国民はマスメディアの提供する情報を信

頼している」という表現は、もし信頼していただいているとすれば大変ありがたいことです

けれども、これはこういうふうに書いていいんだろうかとマスメディアの人間として思いま

す。 

 それから、もう１点は先ほど「正確に」は要らないんではないかと、後段だけでいいとい

うふうな話でしたけれども、私自身は「正確に報道し」という表現を残すかどうかは別とし

て、後段だけでは不十分であろうと思います。恐らく言わんとすることは、予断を持って報

道するのではなく、事実報道に徹せよということではないかと思うんですね。様々な見解を

伝えることももちろん大事ですけれども、何よりも事実報道に徹するということが特に原子

力の報道に関しては大事なのではないかなというふうに思います。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 
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 どうぞ、私は腕力をふるうのは大好きですが、ここは、なるべく皆様のご意見をよくお聞

きしてと思っていますので、注文を出していただければと思います。 

 このマスメディアのところは、私は正確な事実をというところを書きかえて、「事実を正

確に」ということ、これは全く違う意味になると思って、この「正確に」というのは大事な

キーワードと思っていますが、頭に「事実を」というのは要らないんじゃないかと思うぐら

いなんですけれども、ちょっとこれも検討させていただきます。 

 それでは、笹岡委員。 

（笹岡委員） ありがとうございます。笹岡です。 

 私の方から２点ですね。 

 まず、先ほど退席されましたけれども、河瀬委員の方から１０ページの２－１－６で、電

力自由化などの影響ということで、定期点検を短縮することについて、地元にとっては不利

だみたいな話があったわけですけれども、先ほど井川さんがおっしゃられましたように、私

どもは実際に働く者としての定期点検はどうあるべきだということは、これは実は神田先生

の主張されていますエネルギー政策研究に私の方の立場としてのことが書いてありますので、

細かくは申し上げませんけれども、定期点検を長くさせられているという状況、これは検査

を重複してやっておりますので。結果として、１人当たりの被曝線量はそれはもちろん法律

で決められたもの、労使間で確認したものよりも相当低く抑えておりますけれども、被曝線

量全体については非常に増えてきているんですね。これは先ほどお話がありました。前回も

お話がありましたけれども。 

 そういう意味で、私は立地地域の方々にも有利な合理的な定期点検というのはあると、こ

ういうふうに実は思うんです。それはアメリカなどでやっていますように、オンラインメン

テナンスというようなこともありまして、これは集中的に定期点検をやりますので、非常に

一時的に人夫が必要なんですね。ただ、オンラインメンテナンスをやるということになりま

すと、それらのある意味では１年を通じて仕事があるということからしますと、立地地域の

方々についても非常に有益じゃないかと、こういうふうに思うわけであります。 

 そういう意味なので、先ほど記載の仕方がそんなふうに受け止められるとお話しされたん

ですけれども、ぜひ受け止められないような記載にして欲しいと。やはり合理的に定期点検

をする、こういったことは必ず必要だと思いますし、長ければいいという、ずっと１年中定

期点検をやっていればいいという、そういう問題じゃないと思いますので、定期点検は両者

が見合った中で、おのずと定期点検の期間というのはあると思うんです。私どもは安全を確

保できないような定期点検を短縮することについては反対いたしますし、そんなことは受け

入れないと、こういうスタンスでおりますので、ぜひそういうことで電力自由化の影響と、

こういうことについてぜひ理解いただきたい、こういうふうに思っております。 



 

－35－ 

 それから、２点目ですけれども、感想なんですけれども、パブリック・コメントをいろい

ろ見させていただきました。 

 例えば、１７０ページの４ページにもちょっと書いてあるんですけれども、発電所の温排

水の温暖化への影響とか、エネルギーとかというような科学的に非常に誤解が多いようなパ

ブリック・コメントも実はございますので、それはそれでやむを得ないかもしれませんけれ

ども、学習機会の整備・充実、ここの部分について強化していかなくてはいけないんじゃな

いかと、私はそんなふうに思っております。現実問題、自然エネルギーに対する過度の期待

感というのは非常に多くの委員の方から寄せられておりますけれども、しかしそんなことは

夢物語だと、そんな皆さん知っているわけなので、原子力に当面頼らざるを得ないと、こう

いう実情を理解していただくような、また教えるような、そういった学習機会の整備・充実

と、これは進めるべきだと、こんなふうに思っております。 

 特にそういう中で、本長計におきまして十分論議してきましたけれども、先進国中最低の

エネルギー自給率、こんなものをどういうふうに国民に理解していただくのか、そしてこの

オイルがバーレル６０ドルも超えるような状況の中にあって、エネルギーをどう確保するか

と、こういうことは切実な問題なわけでありますので、それは直接書いて欲しいとは申し上

げませんけれども、子供のころからそういうものを教えていくということは、ぜひ必要だと

いうふうに思いますので、ぜひその立場での記述、よく書いていただいていますけれども、

そういった立場でよろしくお願いしたい、こんなように思っております。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 勝俣委員。 

（勝俣委員） 前回に比べますと、主眼がかなり明らかになってきて、非常にわかりやすく

なってきたというような気がいたします。そうした中で４点ばかり申し上げます。 

 １点目は、今回の長計の特色というのは、再処理について徹底的に議論したことかと思っ

ております。したがいまして、むしろ私は神田先生の意見よりも山名先生の意見に賛成で、

せめて論点整理ぐらいは入れて、今回の長計の特色というのをはっきりさせた方がいいので

はないかと考えております。 

 ２点目は河瀬委員からのお話もありました１０ページのところの自由化の後のところでご

ざいますけれども、この「したがって」以下は全く意味不明というか、よくわからない。我々

がよくお願いしたいと思っているのは、例えば長期連続運転とか、出力の増強等々はありま

すけれども、それは自由化だからということではない。むしろ欧米諸国も当然のこととして

やっていて、我々もそれなりの実力を持っているにもかかわらず、やれないのはなぜなのか

ということを言っているわけで、自由化云々とは全く関係ないというのが２点目です。 
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 それから、３点目は２５ページのところで、私は２０３０年以降もこの３０％、４０％と

いう、この数字が出ることについては全く反対しているわけじゃなくてむしろ賛成です。一

つの大きな方向としてこういうものがあるということは、それなりの意義があると思ってお

ります。ただ、ここにこう書いてあるから絶対従えというようなご指導はいけないと申し上

げているつもり。 

 それから、最後の４点目ですけれども、３９ページのところの一番下のところに書いてあ

ります「日本原子力研究開発機構」云々ですが、「要請を受けて」というのはだれから要請

を受けるのかわからない。ここはむしろ積極的に、主体的にやるんだということではないか

と思っております。参考資料２の１２ページにもあるように、この二法人統合の報告書でも、

役割として、こういうことをするんだということが明確に出ており、要請を受けてというよ

うな受け身の話ではないのではないかということで私は理解しておりますが、いかがでござ

いましょうか。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 余り弁明してもしようがないんですが、確かに自由化のところの下りは下からずっと文章

があって、後ろの方の方向性のところについては、自由化と関係なく大事なことを書いて方

向性を出しているつもりでありますけれども、ちょっと前半の現状の認識のところについて

は、ややおっしゃるとおりのことかなと思います。 

 そのほかについては、ご意見として承っておきます。 

 内山委員。 

（内山委員） ありがとうございます。 

 パブリック・コメントを見て非常に印象深く思ったのは、社会的合意の難しさということ

ですね。１年間かけていろいろ議論してきましたが、コメントの中に一年前と同じような反

対意見が相変わらずあるという印象です。その理由が何かを判断することは非常に難しいこ

とですが、１つは専門家がどうも信頼されていないのではないかと思います。日本において、

専門家に対する信頼性を国民の間にどのように勝ち得るかということを真剣に考えていくべ

きではないかという感じがしました。 

 そういう視点から３つほど述べさせていただきます。 

 １点目は、この会議は基本的にはエネルギー基本法、あるいは基本計画、さらにその後に

策定されましたエネルギー需給部会の長期見通し、そういうシナリオを前提に原子力の将来

のあり方がどうなのかという流れで議論が進められてきたと思いますが、パブリックコメン

トの反対意見を見ると、そんなことは全然考えないで、根本的にそういうことを否定して反

対を述べられているものがあります。本会議で議論すべき内容と、経済産業省で議論するべ

き内容が、反対意見の中に混在しているという印象です。 
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 例えば、新エネルギーの問題は、経済産業省の会議で再三議論してきたことであり、ここ

で改めて議論する問題ではないと思います。この会議では原子力の位置づけと原子力政策、

特に核燃料サイクル問題について深く議論してきたと私は理解しています。反対意見にはそ

ういった議論の中味を完全に無視して述べられているような感じがしました。 

 それから、２点目は温暖化問題ですが、原子力は温暖化防止に貢献しないのではないかと

いう意見が出ていますが、この問題は既にパブリッシュされた論文、あるいは世界的に権威

ある機関、例えば世界エネルギー会議とか、ＩＥＡの報告書、そういうところを見ますと、

原子力が基本的には太陽光や風力と同じように温暖化対策においてライフサイクルから見て

非常に有意であるということが記されています。それを覆すような意見がありますが、ぜひ

その分析結果を論文に投稿してくださいということを私はお願いしたい。 

 それから、３番目のバックエンドの廃棄物処分問題ですけれども、この問題は日本だけで

なく、ほかの国でも決まってないわけですよ。それでも原子力を推進しています。全ての問

題を解決してから技術を推進していくことはあり得ないことです。情報のハッカーの問題や

バイオの問題も、それぞれが模索しながら技術を推進しています。人々がそれぞれの分野で

技術を推進しながらリスクを管理していくという視点が大事ではないかと思います。そうい

った技術の基本的問題を無視して全部決まってなければ推進できないという考え方に対して

は、私は疑問を感じました。 

 それから気になるのは、この長期計画がいつまでをターゲットとして書かれているかとい

う記述がないことです。できれば「はじめに」のところで、大体三、四十年を考えた計画で

あると。あるいは本文の中にタイムスケジュールみたいなものを少し入れていただければと

いうふうに思いました。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 皆さん今日はゆったりと発言希望を示されるので、ここに来て、ちょっと時間が足りなく

なりそうで、３分厳守と今ごろ申し上げるも申しわけないんですけれども、ちょっと締め切

りというか、お約束の時間に終わらない可能性が出てまいりましたので、よろしくご協力を

お願いいたします。 

 井上委員。 

（井上委員） よろしくお願いします。 

 細かい話で大変恐縮なんですけれども、まず最初に８ページのマスメディアですね、これ

の文章の中で、先ほど千野委員がおっしゃったようなことで、私たちはそのメディアを受け

取る側として「信頼している」という文章には非常に首をかしげます。 

 というのは、今は多種多様なメディアがあって、多種多様な報道内容に対して、生活者と
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して今の時代はそれを読み解く力、判断力がとても問われる時代だと思うんです。つまりメ

ディアリテラシーという概念が生活者の中にも出てきていまして、いわゆる無条件に信頼し

てマスコミ、メディアを受け入れているとは言い切れないと思いますので、ここの文章は少

し考えて欲しいと思います。 

 ２つ目です。４５ページのところに真ん中のあたりに原子力活動の評価の充実という７章

のところで、上から７行目あたりに「施策の品質マネジメントを」という言葉があるんです

が、これは何なのかよくわからない。私の知識不足かと思いますが、「施策の品質マネジメ

ント」って何ですかとまず思いました。 

 それと対比して、１７ページの「安全文化と品質マネジメント」ですが、この同じ単語で

意味するところは違うのではないか、もしくは同じなのか、よくわかりませんが、この同じ

単語を書いて内容的に違うのであれば、違う言葉を使っていただけないかというふうに思い

ました。 

 ３つ目は、今回の新計画が最終的に完成した折には、現行の長計と今回の長計の継続して

いる内容、もしくは新たに課題として出てきたこと、つまり評価の一覧、対比表のようなも

のを大変手間をかけるかと思いますが、いただけたら、かかわった者として整理ができると

思いましたので、これは私のお願いです。 

 最後に、文章で読む時代から、できれば少し図表とか表とか、そういう添付資料でもいい

と思うんですが、ぜひ図表で表現した方がわかりやすいと、明快だという部分もあると思う

ので、例えばそういう工夫はできないのでしょうか。 

 以上です。ありがとうございました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 岡本委員。 

（岡本委員） ありがとうございます。 

前回私は出席できなかったもので、今ごろ申し上げて恐縮なんですけれども、お許しくだ

さい。さっき笹岡さんがエネルギーをこれからの時代にどうやって確保していくんだ、これ

から難しくなるぞと。それを直接書いてくれとは言わないけれどもとおっしゃったけれども、

私は直接書いてくれと申し上げたいんです。要するにこの報告書は、例えば高校の教科書に

なるかというと、ならないと思うんです。なぜ原子力が必要かというのは、プロの間の議論

をずっと書いてあるけれども、わかりやすい形でぴしゃっと書いてないんですね、簡明直截

に。その一方で、武力攻撃事態への対処の態勢整備の一環として、武力攻撃事態対処法に基

づき適切な対応をとると、大げさなことが書いてある。こんなことまで書くならば、よっぽ

どその前にエネルギー確保のためには原子力というのが必要なんですよというのを、高校生

がわかるようにどこかに書くべきだと思います。 
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 それから、もう少しプロっぽい意見としては、核というのは私は三つぐらい日本のかかわ

りでいくと柱が立つと思うんです。一つはもちろん安全性を確保しながらエネルギーとして

原子力を利用していくということですね。その辺の議論に大半を我々は費やしてきたわけで

すが、そこはさっき私が言ったような批判はありますけれども、きちっと押さえてある。 

 それから、日本がかかわる問題としてもう一つ核不拡散ということがあるわけですね。こ

れは唯一の被爆国として云々という政治的なところから出てきている核廃絶というポリシー、

それからもう一つが、しかし実際上の日本の安全保障を確保するためには、米国の核の傘の

下に入らなければいけないという安全保障上の核の問題。実はこの三つの柱というのは相互

に論理的には関係ないんですね。それぞれ別の基盤から、一つは日本国民がエネルギーとし

て必要だという実情から、もう一つは日本が被爆国であるという政治性から、もう一つは国

家安全保障論から立ってきている別々の柱です。本来はこの会合では一番最初のエネルギー

の利用という面に限って、原子力基本法にも平和利用ということが書いてあるわけですから、

それだけでいいと思うんです。しかし、どこかで核不拡散ということを護摩札のように書い

ておかなきゃいけないので、いろいろなところに書いてあるんですね。数えてみたら７カ所

ぐらいに出てくるわけですね。 

 それで、しかもただ護摩札として書いてしまえということで、思想的な検証もきちっとさ

れてない。例えば、ＩＡＥＡの技術的なコンプライアンスということを非常に重要視してい

る。だから、やり玉に挙がっている国は北朝鮮であり、イラン。ＩＡＥＡとのＮＰＴ体制と

の関係でこういうバイオレーションがあるじゃないかと。しかし本当はＮＰＴなんぞはくそ

くらえだと言って、もう核兵器を現に開発して持っているパキスタンとかインドの方が実は

罪が一等重いわけですが、そういうことは全く書いてない。 

 だから、本来平和利用しかしていないのに、核不拡散のために日本が先頭を切って外交交

渉をしましょうという、これがいかにもほかの部分と融合しないまま書かれているので、何

かこれはちょっとアリバイづくりだなという感じを与えてしまう。実際にこれはどう書いた

らいいかというのは、もし個別的に事務局の方とご相談させていただける機会があるならば、

私の意見をもう少し言いますけれども、ちょっとそこが気になりました。 

（近藤委員長） どうもありがとうございました。 

 岡﨑委員。 

（岡﨑委員） ありがとうございます。 

 資料１、２号に入る前に、私も昨日まで閣僚会議が開かれまして、モスクワに行ってまい

りましたので、ＩＴＥＲの件について一言だけ申し上げさせていただきたいと思います。最

終的な結果として、残念ながら日本がサイト国になることはできませんでしたけれども、日・

ＥＵの合意ペーパーであるとか、あるいは今回の６極の合意によりまして、いよいよＩＴＥ
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Ｒの具体的な活動が開始されるということになったということは、大変私は関係者に感謝を

申し上げたいと思います。 

 その中で、日本がＩＴＥＲの準ホスト国としての地位、すなわちＩＴＥＲの本部機能の一

部を担う、あるいはＩＴＥＲを支えていくという機能とあわせて、将来の核融合エネルギー

の実用化を目指した幅広い研究拠点を築いていくという大変大事な役割を担っていくという

ことになってきたわけでありますので、ぜひ引き続き関係者の皆さん方のご支援をいただき

ますように私からもお願いを申し上げたいと思います。 

 それから、かわりましてこの資料の１号、２号というものを昨日から読ませていただきま

た。まず、私も本文の前にせっかくいただきましたこの大変多くの意見について目を通させ

ていただきましたけれども、先ほどの内山委員とは若干違った関心を持っていまして、今ま

での意見とは少しずつニュアンスが違ってきているんじゃないだろうかという気がいたしま

す。我々は広聴活動を大事にするということであるならば、できるだけいただいたご意見に

対して真摯にこたえていくという努力は大変大事なことではないかと思います。 

 本文について、引き続ききちっと築き上げていくと同時に、これは事務局も大変だろうと

思いますけれども、こういったいただいた意見に対して、いい形でお答えを返していくとい

うことが今後の日本の原子力研究開発活動に大変プラスになるんじゃないかということが感

じられますので、ぜひその過程でいろいろな工夫はしなければなりません。あるいはその過

程で伴委員や、あるいは吉岡委員からご指摘のあった点なんかについての我々としての合意

を得ていくという過程からも大変参考になろうかと思いますので、少し並行していただいた

ご意見に対してどのように返していくかということについて、丁寧にご検討いただきたいと

思います。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 今日は何となくさみだれ式に発言希望の札が立ちまして、私の時間配分が全然間違っちゃ

って、１５分ぐらいはおしまいがずれますが、よろしゅうございますか。せっかくの機会で

すので、今日お話しいただくということが大事だと思いますので、できれば２分ぐらいで終

わらせていただけると何とかと思いますけれども。 

 庭野委員。 

（庭野委員） ありがとうございます。 

 ちょっと短めに言わせていただきますけれども、千野委員と勝俣委員の言ったことを補足

するか、重複することになるかもしれませんけれども、まだ主語と目的語の関係がなかなか

読み辛い文章だなというのは正直言って否めないところであります。 

 それで、最後にちょっとご提案をしたいと思っていますけれども、せっかく今までも出て

いましたように、アンケートもいただいていますし、また反対意見とか、いろいろな意見も
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当然あるわけですから、それを余り考慮した文章にしてしまうと、何を本当に最終的にやる

のか、ちょっと読めないのかなというもので、これは一つの提案なんですけれども、マジョ

リティーの意見としてこうだということであれば、その全体の構成の前文でもどこでもいい

んでしょうけれども、こういういろいろな意見があったけれども、こうだということをまず

最初に断って、それに対してこうだということで全体がその後スムーズに進むようにしない

と、多分これは本文、最終文章を書いたときにまた同じ議論でその辺のニュアンスがわから

ないとか、解釈が違うという議論を延々と繰り返すのかなという、ちょっとその懸念があり

ます。したがって、全体の章立てというか、つくり方として、アンケートもしくは意見に対

してはこうだったけれども、こうだという前提のもとにこうするという方法にした方が後々

議論がしやすいのかなと思っています。 

 それから、先ほど最初に言いましたように、ちょっと二、三具体的に言いたいことがある

んですけれども、それはちょっとやめますけれども、Ｗｉｌｌなのか、Ｓｈａｌｌなのか、

Ｓｈｏｕｌｄなのか、Ｃｏｕｌｄなのか、全然わからない文章のところがいっぱいあるので、

これはどこかの時点で英語だけでもいいんですけれども、あわせてつくるなんていうことを

お考えになっていますか。いずれ訳すときに大変な問題になるのかなという気もするので、

ちょっとこれはお考えいただければというふうに思っています。 

 ありがとうございました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 とにかく今日完成品をつくるわけじゃなくて、今日は大まかなところで細かいことについ

てはぜひ紙で出していただくとありがたいと思っていますので、そういうことで方向でご発

言いただけると大変ありがたいと思います。 

 末永委員。 

（末永委員） もうやめまして帰ろうと思っていたんですが、６時３０分にここを出ないと

だめでしたので、ありがとうございます。 

 実はこの本文といいますか、これは資料を手にしたのは昨日の昼でありまして、さすがも

う日程が遅れているなと思っております。 

 実はその前にメールが入っていまして、もしかしたら届けられないかもしれないというよ

うなことで、１１時ごろから実はプリントアウトをし始めたんですが、そのときにちょうど

届きましてやめました。ただし、残念ながら明日までに書かなきゃならない原稿がありまし

て、本文の方だけは読んで、こちらは読んでいませんので、実は発言する資格はないのかな

と思いましたけれども、それをあえて若干だけ発言させていただきます。 

 私は全体としてこの本文を読んだときに、大変今までの議論というものをきちっとまとめ

てきてくれたなということで、非常に実は読みやすかったんです。特に私が一番強調したの
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は、国の役割というのをきちっとしてくれということでありますが、例えば中間貯蔵の問題、

あるいは高レベルの問題に関しましても、これからの基本的な方向性としてきちっとやるぞ

と、国が関与するぞということできちっと例えば３０ページ、あるいは３３ページだったと

思いますけれども、書かれている。この辺は私は評価できるなと思っております。 

 それから、あともう一つは国民とのかかわりでありますけれども、地域住民、そういった

ものに関しましても、地域住民の方もきちっと学習の機会があれば、それに対して積極的に

参加するんだというふうなことも文言としてとれなくはない、そういうふうな書き方になっ

てきておりますので、大変よろしいんじゃないかなというふうに思っております。したがい

まして、私はこのドラフトという形ですけれども、全体としては大変評価できるんじゃない

かと。 

 今日、後藤企画官からありましたけれども、それにさらにこれらの意見をいろいろ足りな

いところを入れていったということでありますので、いいんではないかなというのが率直な

感想です。 

 それから、あとＩＴＥＲの問題、実はこれは青森県民の１人としては大変残念なんです。

残念なんですが、先ほど岡﨑委員がおっしゃいましたように、様々なこれからの研究等々が

ありますので、そういったことにおいてもこれからは国際的な協力体制をつくって、積極的

にやっていっていただきたいなというふうに思っています。 

 以上です。ありがとうございました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 山地委員。 

（山地委員） すみません、このところちょっと欠席が続いていたのと、私も実は正直に白

状すると、パブリック・コメントにはほとんど目を通せなかったので、発言をする資格はな

いかなと思ったんですけれども、皆さんのご意見をいろいろ聞いていてちょっと触発されま

した。 

 ただ、１つ提案的に申し上げようと思った件は、実は残念ながら今、庭野委員に言われて

しまった。英訳はいずれやられるんでしょうけれども、ちょっと英訳のことを考えておられ

ると、文章が大分すっきりしてくるんじゃないかなと私も思います。 

 あとは実は細かいところなんですけれども、勝俣委員のおっしゃったところで自由化のと

ころの１０ページですけれども、私はこの「したがって」は余り引っかからなかったですけ

れども、言われて読むと実はこの「したがって」のその次のところに「新規プラントの経済

性向上はもとより」と余計なことを書いたからちょっとわかりにくくなっちゃったんですね。 

 要するに、これはどういうことかというと、需要が伸びない、また自由化にさらされて不

確実性が高まってきた。そうすると、既存の投資した設備のより有効な利用を図る。そうす
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ると、長期的に利用するとか、出力増強を図ることが重要になる。そっちの方につながれば

わかるはずです。定検を合理化するだとかというところに注目するとわからなくなって、そ

んなのは別にそういう環境変化がなくても当然行うことなんだと思います。これは表現を変

えるとおっしゃいましたけれども、だから少しそういうふうに解釈すれば無理じゃないんじ

ゃないかと私は思ったということです。 

 もう一つは、これも言わずもがなかと思ったのですが、私は読んだときにどうしてもちょ

っと引っかかったところは、２４ページの原子力利用の推進という第４章のところですが、

基本的考え方の最初のところに、「核燃料サイクルを含む原子力発電は」云々とあって、「エ

ネルギー安定供給に貢献しており」と、現在形ですよね。お気持ちはわかるんですね。核燃

料サイクルを含む原子力発電というのを最近皆さんよく言うようになったのは、燃料サイク

ルの重要性を意識されているからですけれども、ただ余りこれをしつこく言うとかえってい

じましい感じがして、ちょっとどうかなという感じを受けますね。「貢献しており」という

のは現在形なんですから、現在は原子力発電は…貢献しておりというのが無理のないところ

でしょう。核燃料サイクルを含めた原子力発電と言わなきゃいけないところもあると思うん

ですけれども、そうでないところは無理をされない方がかえってすっきりすると思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 燃料サイクルというのは、どういう意味で言っているかによりますので、燃料サイクルな

くして発電ができないこともまた確実なんだけれども、思いの込め方に過剰感があるという

こと、そこはよくわかります。 

 それでは、田中委員。 

（田中委員） これから文書を最終的なものにしていくところで考えていただきたい点があ

るんですが、事務局からの意見のまとめを踏まえて、反映文のときの一つに、国が前面にと

いうふうなことがあったかと思うんですね。これは重要なことでありまして、恐らく様々な

意味がその中に含まれていると思いますので、それを分析し、適切な形で反映させていただ

ければと思いますので、そういうような観点でもう一遍この文章を読むと、「国は」、「国

は」というのがいろいろなところに出てくるんですね。多分、その後の文章の中で「国は」

と言って意味が違うんだと思うんですけれども、もう一遍全体を通してその辺のところを整

理することが大事かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（近藤委員長） 「国が」がだんだん自分でも嫌になっているところもあるんですが、わか

りました。 

 児嶋委員。 

（児嶋委員） ありがとうございます。 
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 この文章そのものは私も基本的にはちょっと問題があるかと思いますが、よくできている

方だと私は思います。ただ、文章の細かいところは今の問題点があろうと思いますので、ま

た次回お願いしたいと思いますが、私は井上委員さん、あるいは内山委員さんが申されたこ

とをひとつ私も支持したいと思います。私もそう考えてきたんですが、今時は非常にポンチ

絵といいますか、いろいろな図表とかが非常に随分いろいろ工夫されましたし、この会議で

もいろいろな図が提出され、提案されましたね。ですから、国民にわかりやすくするために

は、この文章だけではなくて、何か図があると非常にわかりやすくなるんじゃないかと。国

民の皆さんにわかってもらいやすくするための何か図が数枚あればいいかなというふうに思

っておりますが、そのことをぜひお考えいただきたい。 

 例えば、ロードマップのことをずっとこれまで原子力の開発について、何年ごろにどうい

うふうに開発していくんだというようなことをロードマップとしてはっきりすべきだという

ことを申し上げましたけれども、ここにはある程度書いてありますけれども、これをもうち

ょっと図表にしていただくともっとわかりやすいんじゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 図はとにかく最後の紙をまとめるときに、何かそういうことを必要なものを最低限のもの

は付けたいと思っていますが、そこまで行き着くまでが今手前でございますので、よろしく

ご理解のほどをお願いします。 

 ありがとうございました。 

 住田委員。 

（住田委員） 簡単に申し上げます。 

 今日はこの意見をいただいたものに関しての私のコメントをさせていただきますと、今回

は３６０度様々なご意見をいただいたと思います。これは非常に重要なことだと思いますし、

既に事務局は盛り込めるものはもう盛り込まれたということで、それはそれで結構なことだ

と思いますが、私はそれ以外のものについて数としても比較的多いと思いますし、大くくり

としてどうもこの委員会での今までの検討の中から、立脚点からしてかなり異なっているお

立場の方々のご意見が目立つと。それは正直なところ、かなりかみ合わないものがあるだろ

うと思います。 

 以前、こういうご意見をいただいたときに、私も意見分析の仕事のお手伝いをしたことが

あるんですけれども、そのときはたしかこの検討の場では射程外であるとか、そういうよう

な形で大くくりにして、それで別途一つお答えしたような記憶があるわけです。 

 今回も恐らくそういうものがかなりございますので、それに対して今回のこの長計の中に

入れる必要がないものは恐らく射程外ではないですけれども、ちょっとそこと議論として外
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れるものがあるとしたらば、これは載せる必要はないと思うんですけれども、この会議のど

こかでお話しをしていただくというふうなことで、一つの大きな説明責任というものを果た

していただきたい、これを希望いたします。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 おっしゃるとおりなんですが、ここは最終プロセスじゃないので、最後は割り切りでやら

ざるを得ないと思っているんですけれども、この各プロセスでもってそういう意見もまた文

章の中に取り込めるというご意見があれば、できるだけ生かしていきたいという、そういう

つもりで今は斬り捨てごめんはまだ早いかと思ってやっていませんが、こちらの趣旨はよく

理解したつもりですので、検討させていただきます。 

 齋藤委員。 

（齋藤委員） 簡単にします。 

 多様な意見が出てきているところでありますが、何人かの委員の方々からございましたよ

うに、自然エネルギーの限界とか二酸化炭素の排出量等々、これらについては公募で意見を

寄せられた方の中には大変誤解に基づくところがあったんじゃないかとも思われ、最終版に

はこういったデータを資料としてつけ加えておくと良いのではないか、また、難しい用語に

ついては解説をつけることが大切ではなないかということが１点であります。 

 もう１点は委員長の方から本計画の名称についてご意見を伺いたいということで、草間委

員から、新計画でよろしいというふうにおっしゃっていただいたんですが、我々の委員会の

中でも若干インフォーマルに議論し、私もいろいろと思いをめぐらせたのですが、これを新

計画と呼ぶと、次回のものは何と呼ぶのかなということになります。それを考えると、行き

着くところは同じ長計となるかもしれませんが、新名称をお考えいただく際は、次回の改定

するときには何と呼ぶかも考えた上で、ご提案いただければと思い、コメントさせていただ

きました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 新計画が仮称であることは何回も申し上げていることであります。 

 伴委員がもう一度ご発言希望でどうぞ。 

 失礼、その前に中西さんが。 

（中西委員） すみません、短くします。 

 実は私は余りきちっと読むだけの時間がなく、発言しようかどうか迷っていました。今、

読ませていただきますと全体としてエネルギー利用のことは非常に沢山書いてあり、放射線

利用が隠れているような印象を受けました。原子力の利用、推進、国際問題などは、全て原

子力のエネルギー利用の記述のようにも思えます。エネルギー問題は国の根幹に関わる非常

に大切なことであり、私たちは選択としてそのオプションの一つである原子力エネルギーを
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使うことを決めたのだと思います。だからこれからいろいろ改定するにしても、原子力は一

つのオプションとして取り入れていきたいというスタンスがわかると良いのではないかと思

いました。 

 放射線利用がエネルギー利用の間に埋もれて一番困ることは、放射線を使った研究のリス

クは全て原子力発電と同じであるかのような錯覚を与える点かと思います。廃棄物のことも

すぐ後に書かれており、放射線利用は危険性が高いとか、高レベル廃棄物が出るとか、原子

力発電所と同じようなリスクを発想させてしまいがちです。ですから、例えば、放射線利用

と原子力発電所では出てくる放射能の質やレベルが違うというようなこともどこかにきちっ

と書いていただけるとありがたいと思いました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 レベルがどっちが高いかわかりませんけれども。 

 伴委員、どうぞ。 

（伴委員） 近藤委員長が皆さんにお諮りしてということだったので、皆さんにお諮りした

いんですけれども、私の提案の９番のところについて、次回、温暖化防止に原発の話なんで

すけれども、どちらかの団体から招いて１０分から１５分ぐらい説明の時間を設けたいと思

うんですけれども、よろしいでしょうか。そして、内山委員が先ほど何かこれについてはも

う決着済みだとおっしゃられていたので、内山委員もぜひ発言に加わっていただいて、少し

ディベートをしていただければと思いますが、皆様どうでしょうか。 

（近藤委員長） 何かレスポンスありますか。 

 私はそれについては総合資源エネルギー調査会の方の議論の場でなされた議論を紹介し、

ご議論いただいたところなので、それを繰り返す必要はないんじゃないかということを申し

上げたつもりなんだけれども、その論点についての紙があれば、伴委員、それについてのご

発言の紙かご意見の紙を前に配られなかった。今日立派な論文を配ったのと同じような意味

で、そういう論文についてお配りし、このように考えるとしていただければよろしいと思い

ますけれども。 

（伴委員） いや、配っておりませんし、環境エネルギー政策研究所のものについては、第

１回目か２回目のときに紹介されました。そして、そのときに読んで発言の機会をお願いし

ますというふうに要望しました。それきりになっております。 

 温暖化防止だから、ちょっと切り口は違うかもしれませんけれども、幾つかの意見が出て

きているわけで、その要望の続きということもありますけれども、そういう機会をつくりた

いと。 

 こっちを向いて、委員長の方を見て言うと、僕に向かって言われてもと言われましたので、

皆さんに向かって今言っているわけです。 
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（近藤委員長） 今のご発言に対して何かご意見ございますか。 

 勝俣委員。 

（勝俣委員） この議論はいろいろなところで行われている議論で、日本だけじゃなくて海

外諸国においてもこういった原子力の優位性というのは認められているということで、これ

がいわば一般論の常識ということになっているので、わざわざこの場でやる必要は全くない

んじゃないかと考えています。 

（近藤委員長） 前田委員。 

（前田委員） 私も今の勝俣委員の意見と一緒なんですけれども、いろいろなところでいろ

いろな検討がなされておりまして、先ほども話がありましたように、それは表としてまとめ

てつければいいと思いますし、それから環境エネルギー政策研究所のご意見は既にご意見を

聴く会で策定会議ではなかったですけれども、それの準備段階で既に一度ご意見を聞いてい

ますので、改めて聞く必要はないと思います。 

（近藤委員長） 吉岡さん、ありますか。 

 どうぞ。 

（吉岡委員） 私としては、幾つかのテーマについてプレゼンをやって、私たちが認識を深

める機会を持つことはいいことなので、一つのテーマとして温暖化防止と原発というのはあ

るかなと思いますので、そういう観点から伴さんには賛成なんですけれども、その際に単体

として原発が太陽や風力と比べて温室効果ガスの排出が多いか少ないかとか、そういう話を

議論する場ではないと思っています。つまり温室効果ガスを京都議定書をクリアするために

減らすには様々なオプションがあって、どれが費用対効果等において優れているかという、

そういう観点から議論しろというのがポイントで国民意見にも出ている論点だと思います。

その議論はどこでもされてないと思いますので、あってもいいんではないかと思います。 

（近藤委員長） 内山委員。 

（内山委員） ただいまの伴委員の発言は私に対する反論だと思いますので、できましたら

その詳細なデータを私の方に送ってくださればありがたいと思います。と同時に、ぜひその

論文を学会に投稿して、受理されるようになって欲しいと私は願っております。 

 そういう点で、私はここの場で議論する必要は当分ないと判断しております。できれば、

パブリッシュされたデータをもとに、ぜひ資料を出していただきたいというふうに願ってお

ります。 

（近藤委員長） ほかに。 

 それでは、これは議決することでもないので、少し検討させていただきます。 

 私が何回も申し上げていますのは、皆さんが何かが説明したいときには、十分資料も添付

してご発言していただけるようにしてきたつもりなので、その中でそういう方法論で皆様に
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一つの見解を紹介するということができれば、そうしていただくのが一番ありがたいという

ふうに思っておりますが、にもかかわらず、しかしどうしてもご当人の話を聞きたいとなる

と、これはこのテーマだけに終わらない可能性もまたあるので、策定会議の皆さんがそれぞ

れの知恵を集めて、ここでご発言をいただくというルールでやっていきたいなというふうに

考えていますので、なかなか難しいと思います。しかしせっかくのご発言ですので、少し事

務局で検討させていただきます。 

 ほかに。 

（発言する者なし） 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 それでは、今日は大変時間を超過して、今日はだんだん、後になって手が挙がってきまし

て、後の方が詰まってしまって大変申しわけございませんでした。皆さんのせいにするのは

大変けしからんのでありますが。 

 さていろいろ細かいところについてまだまだご意見があると思いますので、ぜひにお寄せ

いただくことをお願いしたいと思います。できれば来週というか、７月５日ぐらいまでいた

だくと、次回が１５日だから１０日ぐらいまでに何とかそれをこなして、バージョンアップ

して次回資料としたいと思いますので、７月５日までに事務局にご意見をいただくというこ

と。 

 それから、先ほどのようなことで、こういうことについてはこういう研究成果があるとこ

ろのこの観点からおかしいじゃないかというようなことについては、そういう資料もぜひ準

備してお寄せいただくと大変ありがたいということを申し上げ、今日はこの辺で終わりたい

と思いますが、よろしゅうございますか。 

 事務局、何か。 

（後藤企画官） それでは、連絡事項ですが、次回ですが、７月１５日の朝９時半からとい

うことで、場所は今度は初めての場所ですが、南青山のフロラシオン青山というところにな

りますので、よろしくお願いいたします。 

 今お話がありましたように、７月５日までにご意見をいただければ、それをこなして１５

日の資料をつくりたいと思いますので、ご協力の方、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） それでは、今日はこれで終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


